
第 1 6 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

-第 7 回制度見直 しの検討- 次第

日 時 : 平成 2 4 年 1 2 月 1 1 日 (火)
1 6 時 0 0 分~ 1 8 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 . 議 事

I . 産科医療補償制度の運営状況に関する事項

1 ) 産科医療補償制度の動向 について

2 ) 審査お よび補償の実施状況等について

3 ) 原因分析の実施状況等について

4 ) 再発防止の実施状況等について

5 ) 制度 、 補償申請に係 る周知等について

ロ . 産科医療補償制度の見直 しに関する事項

1 ) 今後の制度見直 しの検討の進め方について

2 ) 第 1 5 回運営委員会の主な意見について

3 ) 調整の あ り 方について

4 ) 社会保障審議会 ･ 医療保険部会におけ る議論の状況について

田 . そ の他

3 . 閉 会



I 産科医療補償制度の運営状況に関する事項

1 ) 産科医療補償制度の動向について

( 1 ) 制度加入状況

○ 全国の分娩機関の制度加入状況は表 1 の と お り であ る 。

○ 未加入の分娩機関に対 しては 、 これま で も個別に加入の意思確認を実施 して
い る が 、 引 き続き各関係団体の協力の も と 、 働き かけを行っ てい く 。

表 1 制度加入状況 (平成 2 4 年 1 2 月 1 日 現在)

区 分 分娩機関数 加入分娩機関数 加入率 (% )

病 院 1 , 2 0 6 1 , 2 0 6 1 0 0 . O

診療所 1 , 6 8 0 1 , 6 7 3 9 9 . 6

助産所 4 4 3 4 4 3 1 0 0 . O

合 計 3 , 3 2 9 3 , 3 2 2 9 9 . 8

※分娩機関数 : 病院 ･ 診療所は 日 本産婦人科医会調べ、 助産所は 日 本助産師会調べ

( 2 ) 妊産婦情報登録状況

○ 本制度は加入分娩機関において 、 分娩予定の妊産婦情報をあ ら か じめ本制度
専用W e b システム に登録 し 、 分娩管理が終了後 、 分娩済等へ情報更新を行 う

仕組み と してい る 。

○ 平成 2 3 年の妊産婦情報登録状況について は、 本年 7 月 に開催 した第 1 3 回

産科医療補償制度運営委員会において 、 登録 された妊産婦情報が漏れな く 分娩
済等へ情報更新 されてい る こ と を報告 した。 今回は 、 登録漏れがないか ど う か
を確認する ため 、 9 月 に公表 された人 ロ 動態統計の確定数 と の比較検証を行っ
た。

O 平成 2 1 年か ら 平成 2 4 年の妊産婦情報登録状況は瞳国司の と お り であ る 。

匿履回 分娩済等 (掛金対象) 件数 と 人 ロ 動態統計 と の比較について

人 ロ 動態統計の出生数は 、 ｢ 日 本におけ る 日 本人の出生数｣ であ り 、 本制

度の掛金対象件数に含まれる ｢ 日 本におけ る外国人の 出生数｣ お よ び ｢妊娠

満 2 2 週以後の死産数｣ は含まれない。



こ のため 、 人 ロ 動態統計の ｢ 日 本におけ る 日 本人の出生数｣ 1 , 0 50 , 806 人

に 、 ｢ 日 本におけ る外国人の出生数｣ 11 , 418 人 、 ｢妊娠満 2 2 週以降の死産数｣

3 , 5 37 人を加ぇた 1 , o65 , 76 1 人 (團回の 【 B 1 ) が 、 本制度こぉけ る掛金対
象件数 (團回の 【 A 1 ) 1 , o6 1 , 149 件 と の比較対象 と して適切でぁ り ･ 4' 6 12
件の垂離があ る 。

垂離 してい る 主な理由 と しては以下の要素が考え られる 。

①集計基準の相違 (本制度は ｢分娩予定 日 ｣ ベース 、 人 口 動態統計は ｢ 出生
日 ｣ ベース )

②制度未加入分娩機関の取 り 扱い分娩

③加入分娩機関の管理下外におけ る分娩

④妊産婦情報の登録漏れや分娩機関の更新誤 り

垂離件数について 、 平成 2 2 年は 5 , 443 件であっ たが 、 平成 2 3 年は 4, 6 12

件に減少 してお り 、 各分娩機関において妊産婦登録 ･ 更新お よび掛金支払に
係る適切な事務が よ り 徹底 さ れてい る も の と 考え られる 。 なお 、 登録漏れ防
止等に引 き続き努めてい く 。
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2 ) 審査およ び補償の実施状況等について

( 1 ) 審査の実施状況

○ 審査委員会は、 第 1 3 回運営委員会 (平成 2 4 年 7 月 ) 以降毎月 1 回 、 計 5 回開

催 してい る 。 なお 、 こ の間 、 審査結果に対する不服の 申立てがな く 、 異議審査委員

会は開催 していない。

○ 第 1 3 回運営委員会以降の審査結果を反映 した 、 制度開始以降の審査件数お よび

審査結果の累計は、 表 2 の と お り であ る 。

表 2 制度開始以降の審査件数お よび審査結果の累計 (平成 2 4 年 1 1 月 末現在)

児の生年

(保険年度)
補償対象基準

審査件数

(累計)
補償対象

補償対象外
継続審議

補償対象外 再申請可能

H2 1年生まれの児

2000g以上かつ33週以上 188 169 6 13 O

28週以上かつ所定の要件 22 16 6 O O

合計 2 10 185 12 13 O

H22年生まれの児

2000g以上かつ33週以上 147 140 1 6 O

28週以上かつ所定の要件 13 1 1 O 2 O

合計 160 151 1 8 O

H23年生まれの児

2000g以上かつ33週以上 63 6 1 O 2 O

28週以上かつ所定の要件 9 8 1 O O

合計 72 69 1 2 O

H24年生まれの児

2000g以上かつ33週以上 8 8 O O O

28週以上かつ所定の要件 1 1 O O O

合計 9 9 O O O

総計 451 414 14 23 O

○ 第 1 3 回運営委員会以降、 平成 2 1 年生まれの児の補償申請数は毎月 数件のペー

スであ り 、 傾向 と しては横ばいであ る 。 平成 2 2 年生まれや平成 2 3 年生まれ、 平

成 2 4 年生まれの児については、 平成 2 1 年生まれの児 よ り 、 現時点ではやや低い

水準で推移 してい る 。

○ なお 、 補償申請期間が終了 した段階での補償対象者数については、 現在、 医学的

調査専門委員会で分析 ･ 検討を進めてお り 、 来年 6 月 項を 目 途に 、 推計値等が運営
委員会に報告 される 。
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○ これま での補償対象者数の都道府県別 (分娩機関所在地ベース ) の状況は表 3 の

と お り であ る 。 本制度の補償申請に関 しては よ り き め細かい周知に努めてい く 。 詳

細は ｢ 5 ) 制度、 補償申請に係る周知等について ｣ の と お り であ る 。

表 3 都道府県別補償対象者数 (平成 2 4 年 1 1 月 末現在)

北海道 15 栃木 5 石川 8 滋賀 5 岡 山 4 佐賀 5

青森 3 群馬 9 福井 4 京都 12 広島 4 長崎 2

岩手 2 埼玉 2 1 山梨 3 大阪 24 山 口 7 熊本 7

宮城 9 千葉 16 長野 5 兵庫 2 1 徳島 4 大分 6

秋 田 3 東京 34 岐阜 5 奈良 4 香川 7 宮崎 2

山形 2 神奈川 29 静岡 23 和歌山 7 愛媛 4 鹿児島 5

福島 4 新潟 6 愛知 18 鳥取 3 高知 6 沖縄 9

茨城 12 富 山 5 三重 6 島根 1 福岡 18 合計 414

ア . 補償対象外事案の状況

○ 審査の結果、 補償対象外 と さ れた事案は表 2 の と お り 合計 3 7 件であ り 、 その概

要は表 4 の と お り であ る 。

表 4 補償対象外事案の概要

区分 内容 と 件数 代表的な具体例

補償対象外

児の先天性要因 ま たは児の新生児期の要因に よ

っ て発生 した脳性麻痺の事案 ･ ･ 7 件

･ 脳の形成段階での形態異常に

よ る脳性麻痺

･ 遺伝子異常に よ る脳性麻痺

在胎週数 28 週以上の個別審査において補償対象

基準を満た さ ない事案 ･ ･ 7 件

･ 臍帯動脈血 p H 値が 7 . 1 以上

で 、 胎児心拍数モニ タ ー も所定

の状態を満た さ ない。

補償対象外

(再申請可能)

現時点では将来の障害程度の予測が難 し く 補償

対象 と 判断でき ない も の の 、 適切な時期 に再度

診断が行われる こ と 等に よ り 、 将来補償対象 と

認定でき る 可能性があ る事案 ･ ･ 2 3 件

･ 現時点の児の動作 ･ 活動状況

では将来の障害程度の予測が困

難

○ 過去に ｢補償対象外 (再 申請可能) ｣ と さ れた事案の内 、 2 件は審査委員会か ら

示 された適切な診断時期に再度診断を受け再申請が行われ、 審査委員会において再

審査を行っ た結果、 補償対象 と 判断 さ れた。
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イ . 審査結果への対応

○ 補償約款では 、 運営組織は補償請求者お よび分娩機関に対 して 、 申請書類を受理
した通知を発出 した 日 の翌 日 か ら原則 と して 9 0 日 以内 に 、 審査結果を通知する こ

と が規定 されてい る 。 現在の と こ ろ 、 申請書類の受理か ら概ね 2 0 日 か ら 6 0 日 程
度で審査結果を通知 してお り 、 迅速な審査お よび補償対象の認定を行っ てい る 。

( 2 ) 診断協力医制度の運営状況

○ 平成 2 4 年 1 2 月 1 日 現在の診断協力医は 4 3 1 名 (小児神経専門医 2 7 6 名 、
身体障害者福祉法第十五条第一項の認定医 2 5 7 名 、 なお 、 両方の資格を有する 医

師 1 0 2 名 を含む) であ り 、 本制度のホームページにおいて公表 してい る 。

○ 診断協力医に対 しては、 本年 1 0 月 に制度情報および診断書作成に関 し参考 と な

る情報を と り ま と めた小冊子 ｢診断協力医の皆様へ -第 3 号- ｣ を送付 した 。 そ
の なかでは、 補償申請の考え方等も改めて説明 してお り 、 後記の補償申請に係 る周

知についての取組みの一環 と も してい る 。

○ 補償請求者の利便性向上に資する よ う 、 診断協力医登録数の増加に向 けては 、 日

本小児神経学会や 日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会等の関係団体 と の連携、 お よ び診
断協力 医ではない も の の これま で診断書を作成 していただいた医師への個別依頼
等に取 り 組んでい る 。

図 1 都道府県別診断協力医登録数 (平成 2 4 年 1 2 月 1 日 現在)

轄道 l
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島
7

※複数の都道府県でご登録いただいている場合等があるため 、
必ずしも各都道府県の人数の合計が全体の合計人数とはならない。 6
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(参考) 診断協力医登録数が少ない都道府県

登録数 都道府県名

1 名 徳島県

2 名 山形県、 富山県、 島根県、 佐賀県

3 名 岐阜県、 奈良県、 香川県、 高知県、 長崎県、 鹿児島県

( 3 ) 補償金の支払い事務に係る対応状況

○ 補償約款では 、 補償対象 と認定を受けた場合に 、 運営組織は補償請求者よ り 補償
金請求に必要なすべての書類を受領 した 日 か ら原則 と して 6 0 日 以内 に 、 準備一時
金を支払 う こ と が規定 さ れてい る 。 現在の と こ ろ 、 請求書類受領か ら概ね 1 0 日 か

ら 2 0 日 程度で補償金が支払われてお り 、 迅速な補償を行っ てい る 。

( 4 ) 調整に係る状況

○ 本制度では 、 分娩機関が重度脳性麻痺について法律上の損害賠償責任を負 う 場合、
本制度か ら支払われる補償金 と 損害賠償金の調整を行 う こ と と な っ てい る 。

○ こ のため 、 分娩機関が損害賠償請求を受けた場合には運営組織に対 してその 旨 を

速やかに報告する こ と を産科医療補償制度加入規約において定めてお り 、 補償対象
と 認定 さ れた事案に係 る損害賠償請求の有無等の状況を運営組織において把握す
る こ と ができ る 。

○ 平成 2 4 年 1 1 月 末ま でに補償対象 と認定 された 4 1 4 件の内 、 損害賠償請求が
行われてい る事案は 2 3 件 ( 5 . 6% ) であ る 。 内訳は以下の と お り であ る 。

･ 訴訟提起事案 : 1 2 件 (内 1 件が解決済)

･ 訴外の賠償交渉事案 : 1 1 件 (内 3 件が解決済)

別途、 証拠保全のみで訴訟の提起や賠償交渉が行われていない事案が 8 件あ る 。
ま た 、 平成 2 4 年 1 1 月 末までに原因分析報告書が送付 された 1 8 7 件の内 、 損

害賠償請求が行われてい る事案は 7 件 (3 . 7% ) (訴訟提起事案 2 件、 訴外の賠償交
渉事案 5 件) であ る 。

○ 解決済みの 4 件の事案については 、 補償金 と 損害賠償金の調整を実施 してい る 。
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3 ) 原因分析の実施状況等につ いて

( 1 ) 原因分析報告書審議の状況

○ 原因分析報告書は 、 6 つの原因分析委員会部会で作成 し 、 原因分析委員会の承認
を経て 、 当該分娩機関お よび保護者に送付 される 。

○ 部会お よび原因分析委員会は、 毎月 定期的に開催 してお り 、 本年 1 1 月 開催の第
4 3 回原因分析委員会までの原因分析報告書審議結果の累計は表 5 の と お り であ る 。

表 5 原因分析委員会の審議結果の累計 (平成 2 4 年 1 1 月 末現在)
委員会

(開催 日 )
審議件数

審議結果

承認 条件付承認 再審議 保留 、

第 1 2 回~第 4 3 回

(平成 22 年 2 月

~平成 24 年 1 1 月 )

2 0 6 件 1 1 2 件※ 1 9 3 件※2 1 件 0 件

(平成 22 年 2 月 開催の第 1 2 回原因分析委員会か ら 、 原 大 力 取 口 E テ の
※ 1 再審議事案 と して審議を行った事案 11 件を含む。
※2 再審議事案 と して審議を行った事案 3 件を含む。
- - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ｢

【審議結果区分】

■承認 : 修正な しま たは修正内容が確定 した報告書
■条件付承認 : 修正が あ る も のの改めて審議する必要はな く 、 委員長預か り と な っ た報告書 l
ll 再審議 : 部会において修正後 、 再度審議をする 必要が あ る報告書
■保留 : 審議未了 と な っ た報告書

○ これま でに原因分析委員会で ｢承認｣ ま たは ｢条件付承認｣ と な っ た 2 0 5 事例

の原因分析報告書については 、 委員会での指摘事項の修正等を行っ た上で、 順次、
当該分娩機関お よび保護者に送付 してい る 。

( 2 ) 原因分析報告書の公表

○ 原因分析報告書は、 当該分娩機関 と 保護者に送付する と と も に 、 個人情報等に十
分配慮 した上で公表 してい る 。

1 1 月 末現在、 1 8 2 事例の原因分析報告書の要約版を本制度のホームページに

掲載する と と も に 、 個人情報等をマス キ ング した全文版の開示請求が延べ 1 0 5 件
あ り 、 延べ 2 , 0 76 件について開示を行っ た。

○ なお 、 原因分析報告書の要約版については 、 産科医療関係者が よ り 簡単に閲覧で
き る よ う 、 加入分娩機関が妊産婦登録等を行 う 本制度の専用W e b システ ム に も 同

時に最新版を掲載 してい る 。



4 ) 再発防止の実施状況等につ いて

( 1 ) ｢第 3 回再発防止に関する報告書｣ に向 けて

○ 本年 5 月 よ り 、 ｢第 3 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の取 り ま
と め に向 け 、 こ れま でに 5 回の再発防止委員会を開催 した。

○ 具体的には、 こ れま でに公表 した約 1 8 0 事例の原因分析報告書を も と に 、 数

量的 ･ 疫学的分析を行 う と と も に 、 再発防止お よび産科医療の質の 向上の視点で
5 つテーマ を選定 し 、 テーマ に沿っ た分析を行っ てい る 。

○ テーマの選定については 、 第 1 回報告書で取 り 上げた 4 つのテーマ ( ｢分娩中の

胎児心拍数聴取について ｣ 、 ｢新生児蘇生について ｣ 、 ｢子宮収縮薬について ｣ 、 ｢臍

帯脱出について ｣ ) は分析対象が 1 5 件 と 少なかっ た こ と か ら取上げる こ と と した。
加 えて 、 第 2 回報告書で取 り 上げた常位胎盤早期剥離は 、 これま での公表事例に
おいて脳性麻痺発症の原因 と して最 も多い疾患であ る こ と か ら再度取 り 上げる こ

と と し 、 これ ら の 5 つ をテーマ と した。

○ なお 、 第 3 回報告書は 、 来年 3 月 項に公表する予定であ る 。

( 2 ) ｢再発防止委員会か ら の提言 妊産婦の皆様へ｣ 等について

○ 第 2 回報告書のテーマに沿っ た分析で取 り 上げた ｢常位胎盤早期剥離の保健指
導について ｣ では 、 産科医療関係者に対する提言に加え 、 妊産婦向 けの提言も取
り ま と めた。

○ こ の度、 分娩機関や保健所において妊産婦に対する保健指導に活用 される よ う 、

妊産婦向 けに ｢常位胎盤早期剥離っ てなに ? ｣ と 題 したチラ シ と ポス タ ーを作成

した。

○ こ のチラ シ と ポス タ ーは 、 本年 1 2 月 上旬に 、 約 3 , 3 00 の加入分娩機関のほ

か、 国 、 地方 自 治体、 関係団体等 、 約 7 0 0 機関に送付する と と も に 、 本制度
ホームページに も掲載 した。

○ ま た 、 報告書の巻末に掲載する ｢再発防止委員会か ら の提言｣ については 、

報告書の公表か ら 半年後 を 目 処に改めて送付する こ と と してお り 、 第 1 回 、 第
2 回報告書に掲載 した計 7 項 目 の提言について 、 上記に併せて送付 した。

髓國到 ｢再発防止委員会か ら の提言 妊産婦の皆様へ｣
髓理回 ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (第 1 回 、 第 2 回報告書巻末掲載分)
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( 3 ) 再発防止に関する ア ンケー ト について

○ 再発防止に関する ア ンケー ト について 、 1 2 月 3 日 に 開催 された第 1 9 回再発防

止委員会で審議 され、 以下の と お り 決定 した。

ア . 目 的

○ 再発防止お よび産科医療の質の向上の観点か ら 、 各分娩機関において ｢再発

防止に関する報告書｣ 等が産科医療関係者に周知 されてい る か、 日 々 の診療等

の確認や研修等に活用 されてい る か等について調査を行い 、 今後の再発防止の

取 り 組みに活かすこ と と する 。

イ . 調査対象

○ 約 3 , 3 00 の本制度の加入分娩機関の う ち 、 病院、 診療所、 助産所それぞれ 3

0 0 施設程度を対象 と してア ンケー ト 用紙を送付する 。

ウ . 実施時期

○ 平成 2 5 年 1 月 上旬に調査対象の分娩機関へア ンケー ト 用紙を送付 し 、 平成

2 5 年 2 月 中 を 目 処に取 り ま と め る 。

匿理司 再発防止 々こ 関する ア ンケー ト (案)

Q
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5 ) 制度 、 補償申請に係る周知等について

( 1 ) 制度に係る周知等について

○ 本制度に係る広報については 、 従来 よ り 、 ホームページやチラ シ、 分娩機関

向けのハン ドブ ッ ク 等に よ り 、 分娩機関お よび妊産婦への周知に取 り 組んでき

た と こ ろ であ る 。

0 7 月 に開催 さ れた第 1 3 回運営委員会以降、 本制度に関 して行っ た主な講演、

お よ び関係団体等において本制度が取 り 上げ られた主な講演、 研修は以下の と

お り であ る 。

8 月 2 1 日 、 日 本看護協会主催 ｢医療安全管理者養成研修｣ において講演

を行っ た。

9 月 6 日 、 JI CA 主催ベ ト ナム医療安全研修において講演を行っ た。

9 月 7 日 、 日 本病院会主催 ｢医療安全管理者研修会｣ において講演を行っ

た。

9 月 1 2 日 、 東京大学政策 ビジ ョ ンセ ンタ ー主催国際シンポジ ウ ム ｢立場

や価値観の違いを超えて ~患者の安全のための ｢合意形成｣ を考え る ~ ｣

において講演を行っ た。

9 月 2 7 日 、 地域医療振興協会主催 ｢医療安全管理者養成研修 □ ｣ におい

て講演を行っ た。

1 0 月 6 日 、 日 本産婦人科医会学術集会にて ｢産科医療補償制度再発防止

委員会か ら ｣ において講演が行われた。

1 1 月 1 日 、 日 本看護協会主催 ｢産科医療の最新の知見 と ト ピ ッ ク ス ｣ に

おいて講演が行われた。

1 1 月 2 5 日 、 日 本医事法学会主催シンポジ ウ ム ｢医療事故の無過失補償

と 医療の安全｣ において講演が行われた。

( 2 ) 補償申請期限等に係る周知につ いて

○ 本制度の補償申請期間は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ る ため 、 平成 2 1 年生

まれの児については、 平成 2 6 年に順次補償申請期限を迎え る こ と にな る 。 こ

のた め 、 制度や補償申請期限が認知 されていない こ と に よ り 補償申請が行われ

ない事態が生 じ る こ と のない よ う 、 よ り 一層の周知が重要 と な り 、 積極的な対

応を図 る こ と と する 。

○ 第 1 回医学的調査専門委員会において 、 本制度で補償対象 と な る範囲につい
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て必ず し も広 く 認知 さ れていない と の意見も あ り 、 ま た補償対象範囲について

の誤解等に よ り 補償申請が 円滑に行われない事態 も生 じてい る こ と か ら 、 周知
等の必要性が指摘 されてい る 。

こ の よ う な こ と か ら 、 補償申請漏れの防止に向け一層の取組みの強化を図 る

こ と と する 。

ア . これま での取組み

○ 補償申請漏れの防止に 向 けて 、 平成 2 4 年 9 月 以降、 補償申請の主体であ る

加入分娩機関等の産科医療関係者、 小児神経科 、 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン科等の脳

性麻痺児に関わ る機会が多い医療関係者、 補償申請を行 う 当事者であ る脳性麻
痺児の保護者を対象に 、 以下の取組みを行っ て き た。

【産科医療関係者】

○ 加入分娩機関に対 し 、 補償対象の考え方、 補償対象 と な っ た参考事例 、

補償申請期限等に関する文書を送付 した。

○ 日 本産婦人科医会ホームページや 日 本産婦人科医会報に 、 補償対象の考
え方、 補償対象 と なっ た参考事例 、 補償申請期限等に関する文書が掲載 さ

れた。 ま た 日 本産婦人科医会の理事会、 地域代表者会議にて加入分娩機関

向 けに送付 した文書の説明が行われ、 学術集会にて こ の文書が配布 さ れた。

【脳性麻痺児に関わ る機会が多い医療関係者】

○ 診断協力医向 けの文書 と して 、 ｢診断協力 医の皆様へ -第 3 号- ｣ を

送付 し 、 補償対象の考え方、 補償対象 と なっ た参考事例、 補償申請期限等

に関 して周知 を行っ た。

○ 日 本小児神経学会ホ-ムペー ジお よ び 日 本 リ ハ ビ リ テー シ ョ ン医学会
ホームページに 、 補償対象の考え方、 補償対象 と な っ た参考事例 、 補償申

請期限等に関する文書が掲載 された。

○ 第 5 7 回 日 本未熟児新生児学会学術集会お よび第 3 8 回 日 本重症心身
障害学会学術集会において 、 補償対象の考え方 、 補償対象 と な っ た参考事
例 、 補償申請期限等に関する文書が配布 された。

【脳性麻痺児の保護者】

○ 補償申請期限に関する案内 を本制度ホームページの ト ッ プ画面に掲載
した。
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今後の取組み

償申請漏れの防止に向 けて 、 今後 、 行政機関や関係団体等の ご協力 を得なが
以下の取組みを行 う こ と と する 。

○ 補償対象範囲や補償申請期限を十分に ご理解いただけ る よ う に 、 補償対
象の考え方、 補償対象 と な っ た参考事例 、 補償申請期限等に関する文書の
送付、 関係団体の学術集会におけ る文書配布、 関係団体ホームページへの
文書掲載等を継続的に行 う 。

児に関わ る機会が多い医療関係者】

○ 補償申請に係る診断を行 う 可能性が高い医療関係者に対 しては 、 よ り 適
確に補償対象 と な る 可能性のあ る児の診断を行え る よ う 、 診断上の留意点
や補償対象の考え方について 、 よ り 具体的かつ広範な情報提供を行 う こ と
と し 、 文書の送付、 関係団体の学術集会におけ る文書配布、 関係団体ホー
ムページへの文書掲載等を継続的に行 う 。

○ 補償申請に係る診断を行 う 可能性は必ず し も 高 く ない も のの 、 脳性麻痺
児に関わ る機会が多い医療関係者に対 しては 、 制度の概要、 補償対象の考
え方、 補償申請期限等について広 く 認知 さ れる よ う 、 文書の送付、 関係団

体の学術集会におけ る文書配布、 関係団体ホームページへの文書掲載等を
継続的に行 う 。

性麻痺児の保護者】

○ 本制度の概要や補償対象範囲 、 補償申請期限等について 、 広 く 理解 され
る よ う に 、 脳性麻痺児の保護者が利用する 可能性が高い 、 施設、 身体障害

者手帳の 申請窓 口 、 身体障害に関する相談窓 口等において 、 ポス タ ー掲示
や文書配布を行 う 。 ま た 、 本制度ホームページ、 マス メ ディ ア等を通 じて

広 く 周知を行 う 。
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ロ 産科医療補償制度の見直 し に関する事項

1 ) 今後の制度見直 しの検討の進め方について

○ 制度見直 しの検討の進め方については、 本年 9 月 に開催 した第 1 4 回運営委員会
において 、 以下の と お り 整理 されてい る 。

･ 補償対象者数の推計値等のデータ がな く と も検討が可能な原因分析の あ り

方 、 調整の あ り 方等については 、 順次審議を行い 、 平成 2 5 年春頃を 目 途

に報告書を取 り ま と め る 。

･ 補償対象者数の推計値等のデータ に基づいて検討する必要が あ る補償対象

範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等については 、 平成 2 5 年 6
月 項を 目 途 と す る 医学的調査専門委員会か ら の報告に基づいて 、 速やかに

検討を行 う 。

○ ｢補償対象者数の推計値等のデータ がな く と も検討が可能な課題｣ について は 、

平成 2 5 年春頃を 目 途に報告書を取 り ま と め 、 その後実務準備を行い 、 平成 2 6 年
1 月 を 目 途に見直 し後制度を施行でき る よ う 進めてい く 。

○ ｢補償対象者数の推計値等のデータ に基づいて検討する必要が あ る課題｣ につい

ては、 平成 2 5 年 6 月 頃を 目 途に医学的調査専門委員会か ら の報告を受けて速やか
に見直 し内容の議論を行 う 。 その後 、 年内 を 目 途に議論の結果を と り ま と め 、 そ の

後実務準備を行い 、 平成 2 7 年 1 月 を 目 途に見直 し後制度を施行でき る よ う 進めて
い く 。
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2 ) 第 1 5 回運営委員会の主な意見につ いて

【原因分析に関す る ア ン ケー ト の実施結果に関す る ご意見】

○ ｢原因分析が行われて よ かっ た ｣ と い う 回答の割合について 、 分娩機関は 7 割 、

保護者は 6 割 と 差が あ っ たが 、 分娩機関 と 保護者では よ かっ た と 思 う 理由や前提
と な る知識に差が あ る ので回答に差がでる のは当然 と 思 う 。

○ 保護者の ｢そ の他｣ の意見への対応を検討する 際には、 運営委員会で報告 して

ほ しい。

【N I CU (搬送先での新生児管理) に お け る 医学的評価に関す る ご意見】

○ 搬送先の N I C U について も 、 補償申請 した分娩機関のN I C U に対 して行っ

てい る 医学的評価 と 同 じ よ 捌こ実施すべき ではないか。

○ 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) について も 医学的評価の対象に

する方向で進め る こ と で良い と 思 う が 、 産科を有 しないた め本制度に加入でき な

い医療機関についての対応を検討すべき ではないか。

○ 本制度について小児科への周知が されていない と 言われてい る が 、 搬送先のN
I C U について も 医学的評価の対象 と する こ と で 、 本制度が産科お よび新生児科

と い う 周産期医療全体の制度であ る と い う 認識につなが る のではないか。

O N I C U では専門的で高度な医療が行われてお り 、 こ れま での原因分析におい

て も N I C U の対応に大き な問題があ っ た こ と はない。 仮にN I C U ま で医学的

評価を行 う 場合には 、 新生児科の委員を増や さ なければな ら ない。 その労力 に比

べ、 N I C U ま で医学的評価の対象を広げた場合に医療の質の 向上に どれ く ら い

の効果が あ る か と い う こ と も踏ま えて検討する必要が あ る のではないか。

○ 脳性麻痺発症の原因 を分析する ためにN I C Uか ら き ちん と 診療録等が提出 さ

れる こ と が重要であ る 。 も と も と 産科のた め に本制度ができ た こ と か ら 、 今の と

こ ろ はN I C U の医学的評価を行 う 必要はないのではないか。

○ 原因分析において 、 N I C U の対応が脳性麻痺の決定的な原因 と なっ た事例は

見受け られないので 、 事務局で現状の問題点を整理 して 、 そ の上で議論すべき で

はないか。

【分娩機関に対す る 改善に 向 けた対応に関す る ご意見】

○ 日 本産婦人科医会では 、 再発防止委員会か ら の提言を整理 した上で、 各支部に

伝えてい る 。 ま た 、 日 本産婦人科医会では報告制度が あ る が 、 どの よ う に原因分

析報告書の情報を提供いただき 、 当該分娩機関に よ い提案をでき る か運営組織 と

相談 してい き たい。

○ 日 本助産師会では 、 事故を起 こ した助産所に対 して指導 してお り 、 さ ら な る指
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導の強化 も考えてい る が 、 任意団体であ る こ と か ら 、 一番重い処分であ っ て も 除

名 であ る 。 除名 して も 開業ができ る ので 、 行政的な処分等の別の仕組み も考え る

必要があ る 。

○ 日 本産婦人科医会、 日 本助産師会 、 運営組織間の連携は必要であ り 、 そ の協力

体制を確保する た め に 、 具体的に どの よ う な方法が考え られる のか検討 して も ら

いたい。 ま た 、 分娩機関への指導について 、 運営組織は国の機関ではないので行

政的指導ではな く 、 分娩機関が理解 し納得 して改善する よ う な方法を検討 して ほ

しい。

原因分析報告書で改善を求めてい る こ と に対応 していない分娩機関について 、

結果 と して 同 じ事例を再発する こ と が ない よ う に 、 その後の フ ォ ロ ー を き ちん と

で き る よ う 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会 と の連携方法を検討 してほ しい。

原因分析に際 し 、 2 事例 目 において 1 事例 目 に指摘 した改善事項について対応

が さ れていない場合には 、 問題点を指摘する よ う 通知する こ と と してい る 。 日 本

産婦人科医会等への情報提供については 、 あ ら か じ め約款等で明確に示 していな

いので、 現行制度においては不可能ではないか。

日 本助産師会 と しては 、 本部や各県に安全対策委員会を置き 、 事故を起 こ した

助産師にす ぐに指導でき る よ う るこ してい る が 、 指導を強化 してい く た めに補助金

等の支援 も検討 して ほ しい。 なお 、 運営組織か ら の 日 本助産師会への情報提供に

ついては 、 現状で も事例の把握は可能であ る た め特に必要ないが 、 情報提供につ

いて 、 今の約款では問題があ る と い う のであれば、 約款の見直 し も検討 して ほ し

〇

○

○

し 、 。

○ 医療関係者か ら みて も 問題が あ る事例については 、 医療界 自 ら が患者の立場に

立っ て対応 してい く こ と が 、 医療界は 自 浄能力が あ る と 言われ、 信頼に繋が る 。

問題があ る事例が多 く あ る こ と を想定 して指導強化の仕組みをつ く る こ と は 、 産

科医療の関係者か ら の合意も得 られに く いので 、 問題があ る事例が発生 した際に 、

運営委員会等で議論 しなが ら制度づ く り をする こ と で よいのではないか。

【訴権の制限に関す る ご意見】

○ 訴権の制限はあ り 得ず、 議論する こ と 自 体がナンセ ンスであ る 。

○ 訴権の制限の議論を続け る こ と が本制度の混乱を招 く ので 、 訴権を制限 しない

と い う 結論で よ いのではないか。

○ 一般に ｢裁判を受け る権利｣ な ど憲法上定め られた権利を制限する には 、 制限

して も止むを得ない合理的な理由 と 必要な代替措置が必要 と 考え られる 。 本制度

において は、 裁判を受け る権利を制限 しな ければな ら ない合理的な理由 が あ る と

は考え難 く 、 ま た現在の補償額では一般的な損害賠償の水準 と の差が大き いため

代替措置 と して十分な も の と も言えない。 したが っ て 、 現在の枠組みの 中で訴権

を制限する仕組みを設け る こ と は困難かつ適当 でないのではないか。
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3 ) 調整の あ り 方について

○ これま での運営委員会におけ る調整の あ り 方に係 る主な意見について 、 項 目 ご と

に意見 と 論点を匿國回の と お り 取 り ま と めたo
o 調整のあ り 方 々こついては論点が多岐にわた る ため 、 匿國司に記載の ｢項 目 ｣ ご と
に分けて 、 順次検討を進め る 。

匿國司 調整に係る意見 と論点

O 検討にあたっ て 、 現在の調整の仕組み と 各論点 と の関係を膣理司の と お り 整理 し
た。

窿國司 現行の調整の仕組み と 各論点の整理

( 1 ) 調整の基本的な枠組みについて

ア . 損害賠償金 と補償金の調整につ いて ‐

○ 当 時の与党 ･ 医療紛争処理の あ り 方検討会において 、 ｢過失が認め られた場合

には 、 求償する ｣ と の枠組みが示 さ れた。

1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 . ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 ･ ■ 1 ･ ･ ･ 1 1 1 1 ･ 1 m m ■ ■ " ■ 1 1 1 . ･ 1 1 ■ ■ ‐ ■ ･ 1 . ■ . 1 ･ 1 1 1 1 1 ･ ･ … ■ ■ 1 1 1 … ■ ■ 1 ･ ･ … ■ ･ ･ m M ■ ■ ■ ‐ ‐ ･ 1 ･ 1 1 ･ ･ 1 1 ･ 1 1 m m " 1 ･ ■ ■ ■ ■ 1 ･ ･ ･ 1 1 も

【 与党 医療紛争処理のあ り 方検討会】

○ 過失が認め られた場合には、 医師賠償責任保険等に求償。
1 . ･ 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ･ ･ 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 . ･ 1 1 1 1 ･ 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 . ■ . 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ･ ･ . ･ 1 1 ･ ･ 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 ･ 1 1 1 ･ 1 . ･ ■ 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 ･ 1 1

0 その後 、 産科医療補償制度運営組織準備委員会 (以下 、 ｢準備委員会｣ と い う )

で整理がな され、 損害賠償金 と 補償金の調整の仕組みを設け る こ と が産科医療補

償制度運営組織準備委員会報告書 (以下 、 ｢準備委員会報告書｣ と い う ) に取 り
ま と め られた。

l 【産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】

本制度か ら支払われる補償金 と 損害賠償金が二重給付 さ れる こ と を防 l

l 止す る た め に 、 分娩機関に損害賠償責任があ る場合は、 補償金 と 損害賠 1

l 償金の調整を行 う 。 具体的には、 分娩機関に損害賠償責任があ る場合は、

l 分娩機関は本制度が存在 しない場合 と 同様に 、 損害賠償に関する金銭を

l 自 ら全額負担する と い う 考え方に も と づき調整を行 う 。
1 1 1 1 1 ･ ■ ■ . ■ 1 . ･ 1 1 1 1 ･ 1 1 ■ ■ ■ ･ 1 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 . ･ ■ 1 ･ ･ ･ 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ● ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1 1 1 ･ ■ 1 1 . ･ 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 ･ ■ ■ ･ ･ 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 ■ ‐ ･ 1 . ■ . 1 1 1 1 ･ 1 1･
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イ . 運営組爺励過失有無を判断する こ と の是り日こっ いて 圓虚亟

(ア ) 現状 と現状に至る経緯

○ 準備委員会において 、 以下の論点について議論が行われた。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 . ･ 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 ･ ･ 1 ･ ■ ■ ■ ■ 1 . ･ 1 1 1 1 1 1 1 ･ … 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 " 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 . ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1 m 1 . ･ 1 1 1 1 . ･ ■ ■ ■ ■ 1 1 1 ･ 1 1 1 1 ･ ■ ‐ ■ ■ 1 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 ･ 1 "

【 第 9 回 産科医療補償制度運営組織準備委員会】 資料 2 抜粋 .

2 . 論点 2 ) 原因分析 と の関係

○ 過失認定に関 して 、 運営組織が独 自 に過失の有無についての判断を !

行 う こ と と する か。 あ る いは 、 運営組織は純粋に医学的観点か ら の原 l

因分析のみを行 う こ と に止め 、 過失有無については裁判の結果等に準 l

拠する こ と と す る か。

【第 9 ･ 1 0 回 産科医療補償制度運営組織準備委員会におけ る 主な意見 】

<運営組織が、 医学的判断に と ど ま ら ず、 過失認定 を行 う べ き と の意見>

･ 公的な負担に 由来する本制度が過失責任主義で負担すべき も のの一部を補 う 形
にな る のは望ま し く ない。

･ 原因究明 を行 う のだか ら 、 求償が必要だ と 思われる事案について法律家も入っ
て議論を して過失認定を行 う こ と は十分あ り 得る 。

<運営組織が過失判断を行 う べ き ではな い (医学的判断に と ど め る べ き ) と の意見>

･ 判決 ･ 和解等の紛争の終了時に求償を行 う べき 。

･ 理念 と して 、 本制度創設の 目 的は患者や患者家族の精神的 、 経済的な負担を軽

減 してい く も のであ り 、 法的判断を行 う ための組織づ く り に費用がかかる こ と

で 、 補償金の給付水準を落 と すべき ではない。

･ 医療裁判は困難で時間がかかっ てい る ので 、 運営組織で過失認定を行 う こ と は

屋上屋を架すこ と にな り 、 当事者に と っ て も望ま しい こ と ではない。

･ 医療AD R に話 し合いで持ち込むな どに よ り 、 過失の有無の判断は他の第三者

組織で十分に対応でき る のではないか。

･ 現実的な問題 と して 、 年間 1 , 0 0 0 件近 く 起 こ る であ ろ う 問題を 、 誰が具体的に

処理を してい く のか と い う こ と が あ り 、 弁護士が行 う と な る と 実際に弁護士を

集めて組織を作る こ と は極めて困難。

･ 医師の過失を運営組織で追究する と い う こ と にな る と 、 原因分析 ･ 再発防止が

適切に行われな く な る恐れがあ る ため 、 運営組織が過失認定を行わない形で制

度をス タ ー ト させる方が現実的。

･ 医療事故の再発防止のために 、 運営組織は純粋に医学的な原因分析を行 う べき 。
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･ 運営組織で何も か も行 う こ 割ま反対であ り 、 補償対象か ど う かを き ちん と 判断

して患者を早期に救済する こ と に注力すべき 。

○ 準備委員会での議論の結果、 運営組織は医学的観点か ら の原因分析のみを行い

過失判断を行わない と の整理がな された。
.m m m m ■ ■ ■ = ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ‐ ■ " " ■ ■ ‐ " ■ " ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ･ ･ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ = … ■ ‐ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ‐ … ■ ‐ ‐ ■ ■ ･ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ･ ･ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ‐ ● ■ ■ ■ ■ を

【 産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】
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2 . 補償 5 ) 補償金 と 損害賠償金の調整 抜粋

運営組織は医学的観点か ら原因分析を行い 、 分娩機関 と 児 ･ 家族へ分

析結果を通知する 。 賠償責任の成立要件 と な る過失認定に関 して は 、 基

本的 に分娩機関 と 児 ･ 家族 と の間の示談、 裁判外に よ る紛争解決 (A D

R ) ま たは裁判所に よ る 和解 ･ 判決等の結果に従い 、 こ れに も と づき補

償金 と損害賠償金の調整を行 う 。
1 1 ･ 1 1 1 1 ･ ■ 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 ･ 1 ･ 1 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 ･ 1 1 ･ ･ 1 1 1 . ･ 1 1 ･ 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 ･ 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 . ･ 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ■ ■ " 1 1 1 1 ･ 1 1 1 ･ ･ ■ . 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 ･ 1 1 1 ･ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( イ ) こ れまでの主な意見

<運営組織が、 医学的判断に と ど ま ら ず、 過失認定 を行 う べ き と の意見>

○ 調整委員会が 、 補償金額が足 り ない と 考えた場合は、 自 発的に医賠責保険 と 調整
する橋渡 しをする こ と ができれば、 紛争、 裁判は大幅に避け られる よ う にな り 、 医

療側の不安も解消 される のではないか。 (第 1 2 回運営委員会 参考人意見)

<運営組織が過失判断を行 う べ き ではな い (医学的判断に と どめ る べ き ) と の意見>

○ こ の制度の 中 に過失を判断する仕組みを入れる こ と に な る と 調整委員会にて全

ての案件を法的にチェ ッ ク する と い う 不 自 然な話にな る ため 、 慎重に考え るべき で、

原因分析報告書をベース にそれぞれの立場で検討する 、 現行の仕組みが望ま しい。

(第 1 2 回運営委員会)

( ウ ) 検討のポイ ン ト

圓圃
○ ｢運営組織は医学的観点か ら原因分析を行 う こ と と し 、 賠償責任の成立要件 と な

る過失認定に関 しては 、 基本的には分娩機関 と 児 ･ 家族 と の間の示談や裁判の判決 ･

和解等の結果に従 う ｣ と の現行の枠組みを変更する か否か。

1 8



( 2 ) ｢重大な過失｣ の取 り 扱いについて

ア . ｢重大な過失が明 ら か と 思料 さ れる ケース ｣ に限 り 運営組織が主体的に調整を行

ぅ こ と の是非にっぃて 鬮圈

(ア ) 現状 と現状に至る経緯

○ 準備委員会において 、 以下の と お り 議論がな された。

【第 1 0 ･ 1 1 回 準備委員会におけ る 主な意見】

<重大な過失が認め ら れた場合に は主体的 に調整すべ き と の意見>

･ 重大な過失が あ っ て も紛争化 しな ければ求償を行わない と い う こ と であれば、
分娩機関を訴え られない者は泣き寝入 り する こ と にな る 。

･ 原因分析で重大な過失が明 ら かになっ た場合には 、 す ぐに求償を行 う こ と が 自
然であ り 、 第三者機関の原因分析結果に基づき 、 速やかに求償するべき であ る 。

･ 病院等が過失を認めない場合には訴訟 も辞 さ ない構えを と る必要があ る 。 なお 、
運用上当初は明 白 な過失や重大な過失に限定す る こ と も 1 案であ る と 思われ

る 。

･ 原因分析の段階で過失があ る と わかっ て も求償を行わない こ と は不 自 然であ り 、
過失が明 ら かであ る場合は 、 運営組織が主体的に求償を行 う べき 。

･ 裁判所で法的判断が下 されない限 り 求償 しない と い う のは制度的におか しいの

で、 産科学的な判断で明確に不注意極ま り ない と い う よ う な も の は 、 裁判の枠
組みを飛び越 してで も積極的に求償すべき 。

･ 分娩事故で裁判を起 こすに至る ま でには多 く の垣根を越えて到達する も のであ
り 、 重過失事案であっ て も訴訟に到達する ま でのハー ドルが低い と は到底言え
滅ぼ し 、 。

･ 医学的におか しい と 思っ た も のは法的に過失であ り 、 医学的に見て標準を逸脱
していればその判断は法的評価 と して通用する 。

･ 明 白 な過失であ る と い う 原因分析結果が出てい る に も 関わ らず医療機関が認め

ない と いっ た場合、 その ま まだ と まずいので何 ら かの措置を行 う べき 。

<重大な過失が認め られた場合で も 主体的な調整を行 う べ き でな い と の意見>

･ 重過失に限定 して も その過失の程度の判断は難 しい。

･ 重過失 と 考え られる事例で患者が訴訟を起 こ さ ない こ と は 、 現実的に非常に考
えに く く 、 極めて数が少ない事例を原則に して組織を作るべき ではない。

･ 実務運用の観点か ら 、 求償する にあたっ ては病院等が補償金の返還義務を明確
に認識 し 、 同意 してい る こ と が必要であ り 、 賠償責任を 自 ら認めてい る場合に
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限定する こ と を制度の枠組み と して明示 してお く べき 。

○ 準備委員会での議論の結果、 ｢重大な過失が あ る と 思料 されたケース ｣ について

は、 運営組織にて法律的な観点か ら検討 し 、 その結論を経て調整を行 う こ と を枠組

み と する整理がな さ れた。

" ■ ■ ■ ■ ■ ■ m m ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ … ‐ ■ …… ■ ■ ■ ■ ■ ■ … ■ ■ ■ ■ ■ ‐ ■ ‐ ‐ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ‐ ■ ■ … ‐ " ■ … ■ ‐ ‐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ … ‐ ■ ‐ ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ■ " ■ ‐ ･ ･ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ 増

【産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】

2 . 補償 5 ) 補償金 と 損害賠償金の調整 抜粋

しか しなが ら 、 医学的観点か ら原因分析を行っ た結果、 分娩機関に重

大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース については 、 運営組織は 、

医療訴訟に精通 した弁護士等を委員 と する専門委員会に諮っ て 、 法律的

な観点か ら検討 し 、 そ の結論を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整

を行 う も の と する 。
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( イ ) こ れまでの主な意見

<現行の枠組み を変更す る べ き と の意見>

○ 重大な過失 と な る と 刑事責任の問題 と もつなが っ て く る ので、 それを こ の制度の

中で検討する のはあま り 適当 ではない。 (第 1 2 回運営委員会 参考人意見)

<現行の枠組み を維持すべ き と の意見>

○ 調整委員会は重大な過失が明 ら かと思料 される と き のみ法的な確認を行 う 、 言わ

ば伝家の宝刀であ る 。 (第 7 回運営委員会)

○ 本制度か ら補償金を払 う べき でない も のが払われる と い う 、 保険 と してのモ ラル

ハザー ドを第三者的に防 ぐ こ と が調整委員会であ る と 認識 してお り 、 調整委員会の

諮問の手続き は皆で考え 、 コ ンセ ンサス を得てほ しい。 (第 7 回運営委員会)

○ 準備委員会においては 、 重大な過失が明 白 な と き は 、 司法的な判断が出 る の を待

たず、 補償金の返還の請求を していい と い う こ と のみ議論 されてお り 、 それ以外の

論点はなかっ たはず。 今ま での準備委員会での経過を ト レース してお く 必要があ る 。

(第 1 2 回運営委員会)

( ウ ) 検討のポイ ン ト

鬮圈
○ ｢分娩機関に重大な過失が明 ら かであ る と思料 される ケース については 、 法律的
な観点か ら検討 し 、 そ の結論を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整を行 う ｣ と
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の現行の枠組みを変更する か否か。

イ . ｢重大な過失が明 ら か と 思料 される ケース ｣ の具体的な判定基準について

　　

(ア ) 現状 と現状に至る経緯

○ ｢『重大な過失が明 ら か と 思料 される ケース 』 の具体的な判定基準蹄こっいて 、

原因分析委員会において以下の と お り 議論がな さ れた。

【第 3 回 原因分析委員会におけ る主な意見】

○ 故意に近い過失 と みま 、 ルール違反、 医学準則を知っ ていなが ら 、 あ えて逸脱
した行為を した場合であ る 。

○ 重大な過失が認め られる事例で分娩機関がその過失を認めない場合、 分娩機

関に しかるべき対応を と る よ う みこ勧告する 。

○ 原因分析委員会お よ び運営委員会におけ る議論の結果、 ｢重大な過失が明 ら かで

あ る と 思料 さ れる ケース ｣ と は 、 故意に近い悪質な診療行為であ る と の整理がな さ

れた。
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【 第 4 回 産科医療補償制度運営委員会】

3 ) 原因分析の準備状況について ( 2 ) 前回の運営委員会以降の主な

準備状況

エ . そ の他 抜粋

(重大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース )

○ 分娩機関に重大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース と は 、 故

意に近い悪質な診療行為 (助産行為を含む) が これに該当する も の と

考え られる 。

○ 具体的には、 今後 、 原因分析委員会において 、 実際の事例について

原因分析を行いなが ら 、 整理を してい く も の と する 。 なお 、 診療行為

(助産行為 を含む) には 、 不作為を含み、 診療録等の記載やデータ の

保管等は含ま ない も の と する 。
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( イ ) こ れま での主な意見

○ 調整委員会のイ メ ージが 、 準備委員会で議論 した と き と 実際に制度が始ま っ てか
ら と 大き く 異な っ てお り 、 調整委員会が本来 どの よ う な形で位置付け られるべき な
のか、 見直 しの 中で準備委員会の議論も踏ま えて議論 し直すべき 。 (第 1 0 回運営委
員会)

○ 原因分析委員会が重大な過失の判断を して調整委員会にかけ る仕組みについて 、
かな り の矛盾を抱えてい る 。 法的な過失を判断 しないはずの原因分析委員会が重大
な過失の判断を行い 、 ま た医学的評価が最も低い ｢劣っ てい る ｣ であっ て も重大な
過失には該当せず、 仕組み と して機能 していない。 こ の仕組みを維持する か ど う か、
ま た維持 しない場合は代替案 と して調整の仕組みを どの よ う &こ考えてい く か、 議論
したほ う が よ い。 (第 1 0 回運営委員会)

( ウ ) 検討のポイ ン ト

　　
○ ｢重大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース ｣ の具体的な判断基準を変更す
る か否か。

ウ . ｢重大な過失｣ があ る と し て調整を行 う 基準につ し ･て 固圈

(ア ) 現状 と 現状に至る経緯

○ 準備委員会での議論の結果、 ｢重大な過失が あ る と 思料 されたケース ｣ について
は 、 運営組織にて法律的な観点か ら検討 し 、 その結論を経て調整を行 う こ と と さ
れた。

! 【産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】

l 2 . 補償 5 ) 補償金 と 損害賠償金の調整 抜粋

しか しなが ら 、 医学的観点か ら原因分析を行っ た結果、 分娩機関に重

大な過失が明 ら かであ る と 思料 さ れる ケース については 、 運営組織は 、

医療訴訟に精通 した弁護士等を委員 と する専門委員会に諮っ て 、 法律的
な観点か ら検討 し 、 その結論を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整
を行 う も の と する 。
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( イ ) こ れまでの主な意見

○ 今ま での と こ ろ原因分析委員会で医学的評価 と して悪質な事例 と して評価 した

も のは 1 例 も ないが 、 実際に 1 例あっ た と き に調整委員会での調整の対象を ｢法的
な｣ 重大な過失に限る か ど う かは全 く 議論 されてお らず、 整理が必要であ る 。 (第 1
2 回運営委員会)

( ウ ) 検討のポイ ン ト

圓圈
○ 調整委員会での調整の対象を法的な重大な過失が あ る と 判断 さ れた事案に限 る
か否か。
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3 ) 調整委員会のあ り 方にっ いて 轤壷圈 圓壷圈

(ア ) 現状 と現状に至る経緯

○ 準備委員会お よび運営委員会での議論の結果、 原因分析委員会は ｢重大な過失 と

思料 される事案に該当する か否か｣ を判断 し 、 調整委員会は ｢重大な過失の有無に

つき 、 法的観点か ら審議を行い 、 調整を行 う べき か否か｣ を判断する と の整理がな

された。
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【 産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】

2 . 補償 5 ) 補償金 と損害賠償金の調整 抜粋

医学的観点か ら原因分析を行っ た結果、 分娩機関に重大な過失が明 ら

かであ る と思料 される ケース については、 運営組織は、 医療訴訟に精通

した弁護士等を委員 と する専門委員会に諮っ て 、 法律的な観点か ら検討

し 、 その結論を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整を行 う も の と す

る 。 l
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【第 4 回 産科医療補償制度運営委員会 】

4 ) 各種委員会の検討状況について

( 2 ) 調整委員会

(調整委員会の審議対象)

○ 原因分析委員会において分娩機関 (その使用人お よびその他業務の

補助者を含む。 以下同様 と する ) に重大な過失が明 ら か と 思料 された事

案につ き 、 審議を行 う 。 但 し 、 分娩機関 と補償請求者 と の間で既に紛争

解決がな されてい る場合は 、 こ の限 り ではない。

(調整委員会の審議事項)

○ 分娩機関の重大な過失の有無につき 、 法的観点か ら審議を行い 、 調 l

整を行 う べき か否かを判断する 。

( イ ) こ れまでの主な意見

○ 本制度か ら補償金を払 う べき でない も のが払われる と い う 、 保険 と してのモ ラハ

ザー ドを第三者的に防 ぐ こ と が調整委員会であ る と 認識 してお り 、 調整委員会の諮

問の手続き は皆で考え 、 コ ンセ ンサス を得てほ しい。 (第 7 回運営委員会)
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○ ｢重大な過失黄こついては 、 故意ま たはそれに準ずる悪質な診療行為 と 定義づけ 、

それに該当する場合に調整委員会に諮る こ と に してい る が 、 こ れま で該当する事例

はな く 、 そ の よ う な事例を審議する場 と しての必要性も含めて 、 調整委員会のあ り

方について検討 してほ しい。 (第 1 1 回運営委員会)

○ 原因分析 と 調整委員会 と は切 り 離 して考え るべき 。 原因分析委員会は原因分析だ
け を医学的に判断 し 、 調整委員会は 自 主的な判断に基づいて何 ら かの行為を行 う ほ

う が よ い。 (第 1 2 回運営委員会 参考人意見)

( ウ ) 検討のポイ ン ト

鬮圈
○ 原因分析委員会は ｢重大な過失が明 ら か と 思料 される か否か｣ を判断 し 、 調整委
員会は ｢重大な過失の有無につき 、 法的観点か ら審議を行い 、 調整を行 う べき か否
か｣ を判断する と の現行の役割分担について 、 変更する か否か。

圓圈
○ ｢調整｣ と ｢調整委員会｣ の 区別がわか り &こ く い と の声 も あ り 、 調整委員会の名
称を変更する か否か。
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4 ) 社会保障審議会 ･ 医療保険部会における議論の状況について

○ 本年 1 1 月 7 日 々こ開催 さ れた第 5 7 回社会保障審議会医療保険部会において 、 制

度見直 しの検討状況等について報告を行っ た。

惨考資細 第 5 7 回社会保障審議会医療保険部会議事録 (抜粋)
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【 資 料 一 覧 】

O 分娩済等 (掛金対象) 件数 と 人 ロ動態統計 と の比較 るこついて … 贋羽円

O ｢再発防止委員会か ら の提言 妊産婦の皆様へ｣ … ･ ･ 匿理勁

O ｢再発防止委員会か ら の提言｣ (第 1 、 2 回報告書巻末掲載分) ･ 匿塵回

O 再発防風こ関する ア ンケー ト (案) … ･ ･ 匿國副

O 調整こ係 る意見 と論点 … ･ ･ 膣國回

O 現行の調整の仕組み と 各論点の整理 … ･ ･ 恆理回

○ 第 5 7 回社会保障審議会医療保険部会議事録 (抜粋) … ･ 惨考資細
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産科医療補償制度 再発防止委員会からの提言

妊産婦の皆様へ
じ よ う し、 た い ば ん そ う き は く リ

常位胎盤早期剥離ってなに?
産科医療補償制度において 、 脳性麻痺の原因分析を行った79件のうち 、 常位胎盤早期剥離を認めた事例が20件あ そ
り 、 その中に自宅で変調を認識した事例が1 4件あ りま した。 同じような事例の再発防止を図るために 、 いつもと違う
症状があるときは 、 できるだけ早く分娩機関に連絡し受診することが重要です。 このため、 再発防止委員会では常位
胎盤早期剥離について取り上げ、 妊産婦の皆様に心がけていただきたいことを取りまとめました。

　 　

▲-

　　

. ‘ ! ゞ '

も 一国,
　

　　 　
　 　
リきJ
　　　 　

臨終

ぞ
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常位胎盤早期剥離とは 、 まれに赤ちゃんがお腹の中にいる間に 、 胎盤が子
宮から剥がれることをいいます 。 赤ちゃんは胎盤を介してお母さんから酸素

や栄養を受けているため 、 胎盤が先に剥がれると酸素が不足し 、 脳性麻痺な

どの障害が残ることや死亡することがあ り ます 。 また 、 お母さんが重篤な状

態となることもあ ります 。 そのため 、 大至急の対応が必要です。

こんな時は
二詠 腹痛やお腹の張 り 、 性器出血な

どは 、 切迫早産の徴候、 また陣痛や

おしるしなどの分娩の徴候と判別が

代表的な 困難なことがぁ ります o

症状 しかし 、 急な腹痛、 特･しかし 、 急な腹痛、 持続的な痛み、

ミ へ 多め の 出血な どは 常位胎盤早期
で 剥離が疑われます。

‐ r ' ‐ ‐ ＼
戸 き i 代表的な症状がみられなくても 、

. ゞ … ~ いつもと違う症状があ り 、 判断に圏

シ〉/ るときは ･ 我慢せずに分娩機関に相
･｢1--｣ 談しま しょう 。

、 “講ぜ%ノ 君＼ ｢ リをJ　 　呼ぶ "、a 判麗澤-- きノ 酵等きき
‘ - - #ゞ ノ ー - =｣こ す キーノメタンこそノメ“ノノダシイ ノ - 睾,

その他の症状

胎動の減少

腰痛

めまい

便意 など

認 公益財団法人 日本医療機舘鞆機構
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汐 産科医療補償制度 再発防止委員会からの提言

増

本制度の詳細および本報告書こつきましては公益財団去人日本医療機能評価機構のホームページ (httP ://www.sa n ka- hp . j cq hc . o r . j p/) をご参照ください 。

て 爾彊蕗圏軍師副鬮IE扇げ奉酬い危険園字はテコ
妊娠高血圧症候群、 常位胎盤早期剥離の既往、 切迫早産、 腹部の外傷、 喫煙などの危険因子に該当する場

合、 常位胎盤早期剥離を発症しやすくなります 。
･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ･ ･

.･ :

以下のような自己管理を心がけましょう !

薑
　　　　　　　　

霊
　　 　 　　　　 　

　　 　 　

｢強い頭痛が続く ｣ ｢目がちかちかする｣ などの症状がある場合は注意しましょう 。

予防のためには 、 睡眠や休養を十分にとり 、 過労をさけ、 また毎日の食事は望まし

い体重増加になるようバランスのとれた内容とし、 塩分はうすくすることを心が

けましょう 。

.
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･
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･
･
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･
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･
･
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･
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･

　 　 　 　 　 　 　 　
鬮幽艶祖國 以前の妊娠で常位胎盤早期剥離の既往がある場合、 必ず妊婦健診で主治国本離
洲 儼 談ほしよう0 : 認"
鍼 安静や薬の内服などの指示が出されます o しかし 、 自己判断による内服は 、 常位 讓　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　　安静や薬の内服などの指示が出されます 。 しかし 、 自己判断による内服は 、 常位

胎盤早期剥離などの症状が隠される恐れがあるため、 いつもと違う症状があると

きは 、 まず分娩機関に相談しましょう 。

藍 謂型腸職掌蟹 妊娠中に腹部の外傷を瓢ナたときは ･ 一定期間の観察が必要なことがあるため ･: i E 主 ′ ' = まず分娩機関に相談しましょう 。
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･
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･
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妊娠中の喫煙は 、 切迫早産や常位胎盤早期剥離を起こしやすく し 、 胎児の発育に

悪影響を与えます。 より安全な妊娠や分娩のためにも 、 お母さん自身の喫煙はも

ちろんのこと 、 周囲の人も 、 お母さんのそばでの喫煙はやめましょう 。

※ なお、 これらの危険因子に該当しない場合でも発症することがありますので、 注意してください 。
. ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ･ ･

こ - ‘ ｣ " 靴覇蛎写幅軍期自発寛げト だ誘引肥【費野津二 ▼三う
妊婦健診をきっかけに 、 上記

のような異常が見つかることが

あ り ます 。 特に気にかかること

がなくても 、 適切な時期や間隔

で妊婦健診を受け、 また専門家

の保健指導を受けましょう 。

霊

霊

望ましいときれている妊婦健診の受診時期

妊娠初期より妊娠23週 (第6月末) まで 4

妊娠24週 (第7月 ) よ り妊娠35週 (第9月末) まで 2

妊娠36週 (第 1 0月 ) 以降分娩まで 1

出典 : ｢母性、 浮し幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について｣

(平成8年門 月 20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)

4週間に 1 回

2週間に 1 回

1 週間に 1 回

9

※産科医療補償制度は 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とそのご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに 、 脳性麻痺発症の原因分析を行い 、 同 じ
ような事例の再発防止に資する情報を提供することなどによ り 、 紛争の防止 ･早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。 この提言に関する内
容は 、 ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ のテーマに沿った分析の中の ｢常位胎盤早期剥離の保健指導について｣ および ｢再発防止委員会からの提言
(掲示用) ｣ に記載されております。

認 公益財団法人 日本医療機舘鞆機構



　 　

學 産科 医鰄貰制度
第 1 回 産科 医療補償制虜 再発鳩耳 に 朝する抓皆 菩

資料

園な罐I1糒止甕員衾からの提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣の ｢テーマに沿った

分析｣ の中で提言を行っています。 提言は、 産科医療関係者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関係

者の皆様にとっては 、 日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のような ことが起

こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 ください。

- -歌 い - ここ ′ 覇 起 し“ 基盤 .ご直 r - L R 全 ･さ も“ ｣ - - を 1コ ア .一 転 一 三当盡 罫 = F
　　 　　　 　 　 　 　　　　　 　 　

　 　

産科医療関係者は、 胎児心拍数聴取にあたって ｢産婦人科診療ガイ ド

ライン -産科編20 1 1 ｣ および ｢助産所業務ガイ ドライン2009年改定

版｣ に従い、 分析対象事例からの教訓と して、 まずは以下のことを徹底

して行う。

( 1 ) 病院 ･診療所

① 妊産婦が入院した際は、 分娩監視装置を20分以上装着し、

正常胎児心拍パターンであることを確認する。

② ①を満た した場合、 次の分娩監視装置装着までの一定時間

( 6 時間以内) は間欠的胎児心拍数聴取 ( 1 5~90分ごと) で監

視を行う 。 た だ し、 分娩監視装置による連続モ ニ タ リ ングを

行ってもよい。

⑤ 産婦人科診療ガイ ドラインで必要とされる時期に分娩監視

装置による連続モニタ リ ングを行う。

( 2 ) 助産所

｢助産所業務ガイ ドライン2009年改定版｣ に従って胎児心拍数聴

取を行う。

※ この内容の詳細は、 ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 1 8から25をご参照ください。

鬮 公益財団去人 日本医療機臘墹機構



◎'◎ 産科医療翻嘗制度
第 1 回 産科 医痔補償制度 再発防止に関 する顎首 善

雄 1 1 年8月 m ト 2

鬮 霧諺蕨/ "鳶姿 繭魔嚢員衾からの提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマ に沿っ

た分析｣ の中で提言を行っています。 提言は 、 産科医療関係者の皆様に これだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関

係者の皆様に とっては、 日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のよう な ことが起

こっているこ とも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 く ださい。

･ 講 師盤き り ｣ -選 む盤‐基調･ し白磁, しこ吠 占.、 - - ‐- ↓す L 1 も ブ ‘ 三等鰹 詞 、 話し 開き,滋賀ご囃す ー
　 　 　 　 　　 　 　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　

産科医療関係者は、 分娩を行うにあたり次の ( 1 ) ~ ( 4 ) のことを必ず行う。

( 1 ) 新生児蘇生の手順に従った実施

分娩に携わるすべての産科医療関係者に求め ら れる蘇生の手順

　　　　　　　　 　　　　　 　 　
y 、 @弱い呼吸 . 啼泣

下があ る か につ いて確認す る 。 / ◎筋緊張低下/ ｣

キ
ノ

@
@
◎

保
,

!
“

一
ゞ

　
　　　　

　
　　

　
　　

こ うべ t 繋駕ふん , '

② ①の いずれか を認め る 場合 、 保 蘇生の初期処置
温、 体位保持、 気道開通 (胎便除去 保温、 体位保持、 気道開通 (胎便除去を含む ) !

を 含む ) 、 皮膚乾燥 と 刺激を行 う 。 皮膚乾燥と刺激
霜鰭さ す : - ‐ ｣‐主 に ‐ ~

･はげ .軽量 ~ ここ/ - -
③ 呼吸と心拍 を確認す る 。 一 - - - - ノ ー 呼吸 と 心拍を確認 弍/ ‘ ･ ( S p o コ モ ニ タ の装着を検討 7

　　　 　
　　　 　 　　

き , 一 一 "l 努 力 呼吸 と 二 言』
I チ ア ノ ー セの確認 /

　

　 　　　　
･ 臟“れ、 撫‘㈱“ ･龍読 ま , i 1I “"を聡認 ,
分未満の場合･ ル グ ･ マ ス ク 換 テー本部翌雙) = - 【
気 を行い 、 Sp02モ ニ タ を装着す る 。

( 2 ) 器具 ･器機等の整備

① 必要な器具 (保温に必要なもの、 吸引器具、 バッグ･ マスク、 5p02モニタ ) を常備する。
② 分娩する場所で酸素投与ができるよう整備する。

( 3 ) 新生児の蘇生法アルゴリズムの周知

① ｢新生児の蘇生法アルゴリズム｣ のポスターを分娩室に掲示する。

( 4 ) 新生児蘇生法に関する講習会の受講

① 院内で新生児蘇生法に関する講習会を開催し、 産科医療関係者はそれを受講する。

② 日本周産期 ･新生児医学会の ｢新生児蘇生法講習会｣ を受講する。

③ 各地域において新生児蘇生法に関する講習会を継続的に開催し、 産科医療関係者はそれ

を受講する。

※ この内容の詳細は、 ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 26から 36をご参照ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り まとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テ-マ に沿った分析｣ を一部抜粋したものです。

本制度の詳細および本報告書につきま しては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ ( h t t p ://www. s a n ka h p j cq h くD r i p/ ) をご参照 く ださい。

鬮 公益財団法人 日本医療機臘墹機構



◎ ● 箒 国 彦料匡痔補鯖- 制 康 再 玩防止 信 閨秀高音 去

苺鰺 産科 医療補償制度 20 1 1 年 8月 oo B

再発廳塵議員袋から鱗提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマ に沿っ

た分析｣ の中で提言を行っています。 提言は 、 産科医療関係者の皆様に これだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関

係者の皆様に とっては 、 日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載 した事例のよ う な ことが起

こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 く ださい。

ど - - ' - ･ - & ‐ ･ - , - “ ‐ ‐ ‐ ･ ' ‐ - - - ▼ ｢

　　　　　　　　　　　 　 　
幇 一打 守三 そ〒申 そテ橙三戸 寝言を吉上*三五さき.謡曲 i謙三臨書( ｢･ ‐ ‐ -.韓窩群議事 一群 % ぎ 戸ぞ “きご 焉鰹理 - .

･ す ー ‐ ゞ …函g ‐ - -- - .釧三 T 緬 縦 -躰帖 虱滑 一 言轆章爵通圭W1 -

産科医療関係者は、 子宮収縮薬の使用にあたって、 ｢産婦人科診療ガ

イ ドライン-産科編20n ｣ 、 ｢子宮収縮薬による陣痛誘発 ･ 陣痛促進に

際しての留意点 改訂20 1 1 年版｣ および添付文書を順守 し、 分析対

象事例からの教訓と して、 まずは以下を徹底して行う。

( 1 ) 開始時投与量、 時間毎に増量する量、 維持量を適正に行う。

( 2 ) 子宮収縮薬を使用する前から必ず分娩監視装置を装着し、 使用

中は子宮収縮および胎児心拍数を連続的に記録し、 厳重に監視

する。

( 3 ) 子宮収縮薬の使用の際、 使用の必要性 (適応) 、 手技 ･ 方法、 予想

される効果、 主な有害事象、 および緊急時の対応などについて、

事前に説明し妊産婦の同意を得る。

( 4 ) 子宮収縮薬の使用について、 診療録に記載する。

※ この内容の詳細は、 ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 3 7から53をご参照ください。

鬮 公益財団法人 日本医療機臘平価機構



● ◆ 第 1 回 産科医療楠員制度 再発防止に閘する報告 書

“ 産科医療補償制度
20 1 1 年8月 00 1 - 4

鬮灘防止委員会からの提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿っ

た分析｣ の中で提言を行っています。 提言は、 産科医療関係者の皆様に これだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関

係者の皆様にとっては、 日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のようなことが起

こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 ください。

産科医療関係者は、 分娩管理を行うにあたり以下について認識する。

( 1 ) 臍帯脱出が起こった 3 件すべてに、 経産婦、 頭位、 分娩誘発、 メ ト

ロ イ リ ンテル挿入、 メ ト ロ イ リ ンテル自然脱出、 妊産婦の移動、 人

工破膜という共通点があった。

( 2 ) 児頭が一度固定されたと しても、 妊産婦の移動や体位交換など

によ り児頭の位置が変わることがある。
だし きき
　 　

( 3 ) 臍帯下垂がないことを内診や超音波で確認しても、 臍帯脱出を

きた した事例があった。

※ この内容の詳細は、 ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 54から6 1 をご参照ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り まとめた ｢第 1 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣の ｢テ-マに沿った分析｣ を一部抜粋したものです。

本制度の詳細および本報告書につきま しては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ (h t t p : //wwwsa n kをh p .j c q h co r .i p/ ) を ご参照 く ださい。
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● ◎ 篇 2 回 産H医 療補償判度 再拌防山潤す潴告書

等撻科医辯離制度 20 1 2 年 5 月 m四

国魔噛止讓員衾からの提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿っ

た分析｣ の中で提言を行っています。 提言は 、 産科医療関係者の皆様に これだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関

係者の皆様にとっては、 日 常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載 した事例のよう なことが起

こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 く ださい。

｢湖面コ汕 まれは疵ふき二赳幅ごま導こ壷三品など- ‘ - .
礼講義室主導綻ぶ豊 8 ･ 一 螂‐ 軋む 亀辞す賞翫盡室誓子嘉一 、

産科医療関係者は、 吸引分娩施行にあたって分析対象事例からの教訓と して ｢産婦人科診療ガ

イ ドライン-産科編20 1 1 ｣ に従い、 まずは以下のことを徹底して行う。

( 1 ) 吸引分娩施行の判断を適切に行い、 適正な方法で吸引分娩を行う。

吸引分娩に習熟した医師本人、 または習熟した医師の指導下で医師が行う。

また 、 吸引分娩にあたっては、 妊産婦の状態、 ステーショ ン、 児頭回旋などの分娩進行状況を十分に把握し、 適応

や施行する際の条件を守ることが重要である。

( 2 ) 吸引分娩施行中は、 随時分娩方法の見直しを行う。

｢産婦人科診療ガイ ドライン -産科編20 n 蹄こある ｢児頭が嵌入 (ステーショ ン 0 ) している｣ 状態であっても吸引

分娩が成功しない場合は、 他の方法での急速遂娩が必要とな り 、 しかも既に児へのス ト レスがかかっているため、

早急な対応が必要となる。 ｢産婦人科診療ガイ ドライン-産科編20 1 1 ｣ では、 吸引分娩総牽引時間20分以内、 吸引

分娩術回数 5 回以内ルールを推奨しているが、 それ以内であっても随時分娩方法の見直しを行う ことが重要であ

る。 また 、 吸引分娩を行う際は、 帝王切開術への移行および新生児の蘇生が必要になる可能性を念頭に置いて準

備をするとともに 、 施行するにあた り必要な人員を集めてお く ことも重要である。 さら に 、 急速遂娩はいつ必要にな

るがわからないため、 各分娩機関な りのシミュ レーショ ンを行うなど、 日 ごろから準備してお く ことも重要である。

( 3 ) ク リステ レル胎児圧出法の併用は、 胎児の状態が悪化する可能性があることを認識する。

ク リ ステ レル胎児圧出法は、 数回の施行で分娩に至ると考えられるときのみ併用 し、 漫然と施行しないことが重

要である。

( 4 ) 吸引分娩により 出生した児は、 一定時間、 注意深く観察する。

吸引分娩が行われた事例の 1 9件中 2 件に 出血性ショ ックをきたすほどの幅状腱膜下血腫が発症している。 1 件

は、 出生約 2 時間半後に出血性ショ ックが診断されており 、 もう 1 件は、 出生約 4 時間後に出血性ショ ックが診断さ

れている。 吸引分娩によ り 出生 した児は、 一定時間十分な監視下に置き、 帽状腱膜下血腫の有無など、 注意深 く観

察することが必要である。

※ この内容の詳細は、 ｢第 2 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 42から5 1 をご参照 ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り まとめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマ に沿った分析｣ を-部抜粋したものです。

本制度の詳細および本報告書につきま しては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ ( h t t p : //WWW. s a n k汁 h p .i ℃ q h Co r .i p/ ) を ご参照 く ださい。
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鬱饗医痺補償制度
第 2 回 産科医療満賞制鷹 再臨防止に 関する報告書

2 0 1 2 年 5月 00 2 - 2

園難繭止癈圓袋からの提言
産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣の ｢テーマに沿った

分析｣の中で提言を行っています。 提言は、 妊産婦の皆様と産科医療関係者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。

1 ) 妊産婦に対する提言

( 1 ) 常位胎盤早期剥離は、 発症すると母児ともに急速に状態が悪化する重篤な疾患であることを理解

する。

常位胎盤早期剥離は、 母体から酸素や栄養を供給する胎盤が先に剥離することによ り 、 胎児が低酸素状態

となる。 一方、 母体も出血多量によるショ ックなど重篤な状態となることがある。 発症すると短時間でも母児と

もに急速に状態が悪化するため、 迅速な対応が必要である。 また、 発症率は単胎で 1 00 0分娩あた り 5 . 9件で

あるという報告がある。

( 2 ) 代表的な初期症状は腹痛と性器出血であ り 、 これらの症状は切迫早産徴候や分娩徴候との判別

が難しいことがある。 常位胎盤早期剥離が疑わしいとき、 または妊産婦が判断に困るとき、 特に常

位胎盤早期剥離の危険因子 (妊娠高血圧症候群、 常位胎盤早期剥離の既往、 切迫早産、 外傷) に

該当する場合は、 早急に分娩機関に連絡し受診する。

( 3 ) 常位胎盤早期剥離の危険因子を予防 ･ 管理するために 、 および常位胎盤早期剥離の徴候を早期

発見するために、 適切な時期や間隔で妊婦健診を受けるとともに、 自 己管理を心がける。

【望ま しいとされている妊婦健診の受診時期】
雫どこ 、

妊娠初期よ り妊娠23週 (第 6 月末) まで 4週間に 1 回

妊娠24週 (第 7 月 ) よ り 妊娠35週 (第 9 月末) まで 2 週間に 1 回

妊娠3 6週 (第 1 0月 ) 以降分娩まで 1 週間 に 1 回

出典 : ｢母性、 乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について｣

(平成 8 年 1 1 月 20 日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)

2 ) 産科医療関係者に対する提言

( 1 ) 常位胎盤早期剥離について、 妊産婦が十分に理解できるよう に保健指導を徹底する。

①常位胎盤早期剥離は、 発症すると母児ともに急速に状態が悪化すること、 および症状が現れた場合には早

急に分娩機関に連絡 し、 その後の指示を受けることについて指導する。

②常位胎盤早期剥離の代表的な初期症状は、 切迫早産徴候や分娩徴候と類似することを妊産婦に認識して

もらうために 、 具体的な症状を分かりやすく説明する。

③常位胎盤早期剥離の危険因子を有する妊産婦に関 しては、 よ り注意を促すよう十分な保健指導を行う。

( 2 ) 常位胎盤早期剥離の危険因子を予防 ･ 管理するために、 および常位胎盤早期剥離の徴候を早期

発見するために、 適切な時期や間隔で妊婦健診を受けるよう妊産婦への保健指導を行う。

※ この内容の詳細は、 ｢第 2 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 5 2から62をご参照ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り まとめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿った分析｣ を一部抜粋したものです。

本制度の詳細および本報告書につきま しては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ ( h t t p : //www s a n kを h p .j c q h く . o r .j p/ ) をご参照 く ださい。
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◎諺 産科鞠賞制度
毛 2 日 産料医 疳高 眉湖南 聾弁 肺止 に 謝 す る割 青害

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

産科医療補償制度再発防止委員会において取り ま とめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ の ｢テーマに沿っ

た分析｣ の中で提言を行っています。 提言は 、 産科医療関係者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。 産科医療関

係者の皆様にとっては 、 日 常の臨床現場で当然行っている と思われる内容もあ り ますが、 一方で実際に掲載した事例のよう なことが起

こっていることも事実です。 提言を今一度、 日 々の診療等の確認にご活用 ください。

　 　 　　 　　　

r '÷ =≧~ 』 ' #- -字±ノた ] ‐ ±‐ , 二 十 て . に “ - ･ →̂ ゞ ‐ ･ 封 ‐ 学 , . ÷ '- 薫 -理

( 1 ) ｢産科医療補償制度の原因分析 ･ 再発防止に係る診療録 ･ 助産録および検査

データ等の記載事項｣ を参考に診療録等を記載する。

( 2 ) 特に 、 異常出現時の母児の状態、 および分娩誘発 ･ 促進の処置や急速遂娩施

行の判断と根拠や内診所見、 新生児の蘇生状況については詳細に記載する。

原因分析および再発防止が適正に行われるため、 また医療安全の観点からも診療に関する

情報が正し く十分に記載されることが重要である。 一見して分娩経過が分かるよう に 、 パル トグ

ラムに診療情報を記載するなど 1 ヶ所に全ての診療情報を記載する工夫も必要である。

※ この内容の詳細は、 ｢第 2 回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ P 63から70をご参照 ください。

この情報は、 再発防止委員会において取り まとめた ｢第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣の ｢テーマに沿った分析｣ を-部抜粋したものです。

本制度の詳細および本報告書につきま しては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ ( h t t p : //www sa n kげ h p .j c q h ℃ . o r .i p/ ) を ご参照 ください。

鬮 公益財団法人 日本医療機舘平価機構



◎ ●

" 産科医療補償制度

ふきできせ 詳言 き撰 学 説

1 . 診療録 ･ 助産録

1 . 外来診療録 ･ 助産録

1 ) 妊産婦に関する基本情報

( 1 ) 氏名 、 年齢、 身長 、 非妊娠時体重、 嗜好品 (飲酒 、 喫煙) 、 ア レ ルギー等
( 2 ) 既往歴

( 3 ) 妊娠分娩歴 : 婚姻歴 、 妊娠 ･ 分娩 ･ 流早産回数、 分娩様式、 帝王切開の既往等

2 ) 妊娠経過記録

( 1 ) 分娩予定 日 : 決定方法、 不妊治療の有無

( 2 ) 健診記録 : 健診年月 日 、 妊娠週数、 子宮底長、 腹園 、 血圧 、 尿生化学検査 (糖、 蛋 白 ) 、 浮腫 、 体重 、
胎児心拍数、 内診所見、 問診 (特記すべ き 主訴) 、 保健指導等

( 3 ) 母体情報 : 産科合併症の有無、 偶発合併症の有無等

( 4 ) 胎児お よ び付属物情報 : 胎児数、 胎位 、 発育 、 胎児形態異常 、 胎盤位置 、 臍帯異常、 羊水量、
胎児健康状態 (胎動、 胎児心拍数等) 等

( 5 ) 転院の有無 車謎先施設名等

2 . 入院診療録 ･ 助産録

1 ) 分娩のための入院時の記録

( 1 ) 母体所見 : 入院 日 時 、 妊娠週数、 身体所見 (身長 、 体重、 血圧 、 体温等 ) 、 間診

陣痛の有無、 破水の有無、 出血の有無、 保健指導等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍数 ( ド プ ラ ま た は分娩監視装置の記録) 、 胎位等

( 3 ) そ の他 : 本人 ･ 家族への説明内容等

2 ) 分娩経過

( 1 ) 母体所見 : 陣痛 ( 開始時刻 、 状態 ) 、 破水 ( 日 時、 羊水の性状、 自 然 ･ 人工 ) 、 出
血圧 ･ 体温等の一般状態 、 食事摂取、 排泄等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍数 (異常所見お よ びその対応 を含む ) 、 回旋等

( 3 ) 分娩誘発 ･ 促進の有無 : 器械的操作 ( ラ ミ ナ リ ア 法 、 メ ト ロ イ リ ー ゼ法等 ) 、 薬剤
投与経路、 投与量等) 等

( 4 ) そ の他 : 観察者の職種、 付 き 添い人の有無等

3 ) 分娩記録

娩出 日 時 、 娩出方法 (経腟 自 然分娩、 ク リ ス テ レ ル圧 出 、 吸引分娩、 鉗子分娩、 帝王切 開 ) 、 分娩所
要時間 、 羊水混濁 、 胎盤娩出様式、 胎盤 ･ 臍帯所見 、 出血量 、 会陰所見 、 無痛分娩の有無等

4 ) 産褥記録

母体の経過 : 血圧 体温等の一般状態 、 子宮復古状態 、 浮腫 、 乳房の状態 、 保健指導等

(主訴) 、 内診所見、

自 然 ･ 人工 ) 、 出血、 内診所見 、

(薬剤 の種類、

浦 2 回 産科医薄 十 南 1 錆 fM膿 主耕す。 ち 〆 ←

　 　 　 　 　 　 　

再発防止委員 会 か まっの提言
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5 ) 新生児記録

( 1 ) 新生児 出生時情報 : 出生体重、 身長 、 頭 囲 、 胸 囲 、 性別 、 ア プガー ス コ ア 、 体温、 脈拍 ･ 呼吸

等 の一般状態 、 臍帯動脈血ガス 分析値※注 、 出生時蘇生術の有無 (酸素投与 、 マ ス ク 換気、 気管
挿管 、 胸骨圧迫、 薬剤 の使用等) 等

※注 : 個別審査対象の児 に必要であ り 、 他の児 につ いて も 検査す る こ と が望 ま し い 。

( 2 ) 診断 : 新生児仮死 (重症 ･ 中 等症 ) 、 胎便吸引症候群 (MAS ) 、 呼吸窮迫症候群 (RDS ) 、 頭蓋
内 出血 ( ICH ) 、 頭血腫 、 先天異常、 低血糖、 高 ビ リ ル ビ ン 血症 、 感染症、 新生児けいれん等

( 3 ) 治療 : 人工換気、 薬剤の投与 (昇圧剤 、 抗けいれん剤等) 等

( 4 ) 退院時の状態 : 身体計測値、 栄養方法、 哺乳状態 、 臍の状態 、 退院年 月 日 、 新生児搬送の有無、
搬送先施設名等

( 5 ) 新生児代謝ス ク リ ー ニ ン グ結果

( 6 ) 新生児 に 関す る 保健指導

3 . その他

分娩経過表 (パ ル ト グ ラ ム ) 、 手術記録、 看護記録、 患者に行 っ た説明の記録 と 同意書、 他の 医療機関
か ら の紹介状等

= . 検査データ

外来お よ び入院中 に実施 し た血液検査 ･ 分娩監視装置等の記録 ( コ ピ ー可 )
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産科医療補償制度

再発防止に関するアンケー ト
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こ記入後は、 同封の返信用封筒に入れ、

●月●日までに投函してください
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無記名の調査のため、 お手数ですが、 ま廟は各項目についてご回答く ださい。

また、 該当する口に図をお願い します

ご回答日 平成 年 月 日

分娩機関種別 口病院 口診療所 口助産所

救急指定
(分娩機関種別が ｢病院｣ の場合のみ、 ご回答く ださい)

口二次 口三次 口指定な し

周産期指定

(分娩機関種別が ｢病院｣ の場合のみ、 ご回答く ださい)

口総合周産期母子医療センター

口地域周産期母子医療センター

口指定な し

ご回答者

口院長 く診療所 ･ 肋産所)

口産科部長 (病院)

※病院の場合、 産科部長または同等の責任者の方がご回答く ださい。

口その他 (具体的に : . )

間 1 . 『再発防止に関する報告書｣ や ｢妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離って

なに ? ｣ 、 ｢再発防止委員会からの提言｣ をこ覧になり ま したか。 該当する番

号すべてに○をつけてく ださい。

乍 . ｢第 1 回 再発防止に関する報告書｣ を読んだ

2 . ｢第 2 回 再発防止に関する報告書｣ を読んだ …

3 . ｢妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに ? ｣ を読んだ

4 . ｢再発防止委員会からの提言｣ を読んだ

5 . い穿れも読んでいない

問 2 . ｢再発防止に関する報告書｣ や ｢妊産婦の皆様へ 常値胎盤早期剥離って

なに ? ｣ 、 ｢再発防止委員会からの提言｣ が産科医療補償制度のホームページ

に掲載されていることはこ存知ですか。 該当する番号ひとつに○をつけてく

ださい。

乍 . 知 っ ており 、 見たことがある

2 . 知 っているが、 見たことはない

3 . 知らなかった

･ 1 -
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間 3 . ｢再発防止に関する報告書｣ は役に立っていますか。 該当する番号ひとつ

に○をつけてください。

仇 役に立っている

2 . どち らかという と役に立っている

3 . どちら とも言えない

4 . どち らかという と役に立っていない

5 . 役に立 っていない

l間 3字 で1 こだま掴ま2ごと亡国答された方‘こお伺い しますき* -
問 4 . ｢ 1 . 役に立っている｣ ｢ 2 . どち らかという と役に立っている｣ 理由に

ついて、 該当する番号すべてに○をつけてく ださい。

1 . 脳性麻痺発症の原因や再発防止に関する新たな知見や情報が得られるか

ら

2 . 実際の事例を基に した報告書であり提言内容に説得力があるから

3 . 日々の診療等の確認に活用できるから

4 . 自施設での研修会 ･ 勉強会に活用できるから

5 . 再発防止や産科医療の質の向上につながると思うから

6 . その他 ( )

間3 む さ で4こま産は5テ ーとご回答された廟こ證伺い･します6 ず l
問 段 ｢4 . どちらかという と役に立っていない｣ ｢ 5 . 役に立っていない｣ 理

由についてY 該当する番号すべてに0をつけてく ださい。

乍 . 脳性麻痺発症の原因や再発防止に関する新たな知見や情報が得られない

から

2 . 提言内容に納得できないから

3 . 日 々の診療等の確認に活用できないから

4 . 報告書の構成や内容が分かり に く いから

5 . 再発防止や産科医療の質の向上につながると思えないから

6 . その他 ( )

‐ 2 ‐



1 2 . 1 1 . 2 9②版

問 6 . ｢再発防止に関する報告書｣ をどのように周知 ･ 活用 していますか。 該当

する番号すべてに○をつけてください。

1 。 院内で回覧 した

2 . スタ ッ フが閲覧できる場所に置いている

3 . 日々の診療等の確認に活用 している

4 . 研修会 ･ 勉強会等で周知 ･ 活用 している

5 . 特に活用 していない

6 . その他 (

間はせで5章ともご回答された潮こお回GMじま寮"封 -
間 7 . ｢ 5 . 特に活用 していない｣ 理由について、 該当する番号すべてに0をつ

けてく ださい。

1 . 脳性麻痺発症の原因や再発防止に関する新たな知見や情報が得られない

から

2 . 提言内容に納得できないから

3 . すでに同様の研修会 ･ 勉強会等を行っているから

4. 日々の診療等の確認に活用できると思えないから

5 . 報告書の構成や内容が分かり に く いから

6 . 再発防止や産科医療の質の向上につながると思えないから

7 . 今後活用する予定である

8 . その他 (

問 8 . ｢再発防止に関する報告書｣ に記載されている ｢産科医療関係者に対する

提言｣ に取り組まれま したが。 該当する番号ひとつに○をつけてください。

ず . すでにほとんど取り組んでいる

2 . すでに一部取り組んでいる

3 . まだ取り組んでいないが、 これから取り組む予定である

4 . 取 り組む予定はない

‐ 3 -
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問 9 . 平成 2 4年 乍 2月 に ｢第 1 回 再発防止に関する報告書｣ および ｢第 2
回 再発防止に関する報告書｣ の巻末に記載されている ｢再発防止委員会か

らの提言｣ (掲示用) を改めて送付させていただきま した。 再発防止委員会で

は年 乍 回の報告書の公表に加え、 提言内容の振り返りのために、 報告書の公

表から半年後を目処に ｢再発防止委員会からの提言｣ (掲示用) を改めて送付

することと しております。 今後も同様に送付することについてどのように感
じますか。 該当する番号ひとつに○をつけてく ださい。

1 . 良いと思う

2 . どち らかという と良いと思う

3 . どちら とも言えない

4 . どちらかという と意味がないと思う

5 . 意味がないと思う

問 1 0 . 平成 2 4年 乍 2月 に ｢妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに ? ｣

のA 4版チラシを送付させていただきま したが、 どのよう に活用されま した

か。 該当する番号すべてに○をつけてく ださい。

乍 . 妊産婦への保健指導の際に活用 している

2 . 待合室などに置いている

3 . 今後活用する予定である

4 . 特に活用 していない

5 . その他 (

岡寂0で4ごとご回答された方にお伺いしま排魂
問 也 1 . ｢ 4 . 特に活用 していない｣ 理由について、 該当する番号すべてに0を
つけてください。

↑ . すでに記載の内容について十分な保健指導を院内で行っているから

2 . 記載の内容が妊産婦を不安にさせると思うから

3 . その他 (

･ 4 ‐
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間 乍 2 . 平成 2 4年 乍 2月に ｢妊産婦の皆様へ 常値胎盤早期剥離ってなに ? ｣

のA 3版ポスターを送付させていただきま したが、 どのように活用されま し

たか。 該当する番号すべてに○をつけてください。

す . 妊産婦の見えるところ (待合室など) に掲示 している

2 . 今後掲示予定である

3 。 掲示 していない

4 。 その他 (

間雫2-で3きとご回答され定方にお伺い-じます惹増瀘
問 乍 3 . ｢ 3 . 掲示 していない｣ 理由について、 該当する番号すべてに0をつけ

てください。

也 すでに記載の内容について十分な保健指導を院内で行っているから

2 . 記載の内容が妊産婦を不安にさせると思うから

3 . 掲示するスペースがないから

4 . その他 (

間 1 4 . これまでに取り上げた内容 ･ テーマで特に関心をも ったものはどれで

すか。 該当する番号すべてに0をつけてください。

乍 . 数量的 ･ 疫学的分析 (集計表)

2 . 脳性麻痺発症の主たる原因 (第2回報告書)

3 . 分娩中の胎児心拍数聴取について (第 1 回報告書)

4 . 新生児蘇生について (第 1 回報告書)

5 . 子宮収縮薬について (第 乍 回報告書)

6 . 臍帯脱出について (第 乍 回報告書)

17 . 吸引分娩について (第2 回報告書)

8 . 常値胎盤早期剥離の保健指導について (第 2回報告書)

9 . 診療録等の記載について (第2 回報告書)

1 0 . 特に関心をも った内容 ･ テーマはない
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問 乍 5 . 今後、 ｢再発防止に関する報告書｣ 等で取り上げて欲 しいテーマはなん

ですか。

問 1 6 . 報告書の送付部数についてお伺いいた します。 報告書は各分娩機関に

1 冊穿つ送付 しておりますが、 十分で しょ うか。 該当する番号ひとつに0を

つけてください。

乍 . 十分である

2 . 足 りない (何冊程度必要ですか : 冊) "

間 1 7 . その他、 ｢再発防止に関する報告書｣ や ｢妊産婦の皆様へ 常値胎盤早

期剥離ってなに ? ｣ 、 ｢再発防止委員会からの提言｣ についてご意見 ･ こ要望

がこざいま したら、 こ記入ください。

が
/

＼

以上でアンケー トの質問は終了です。

ご協力いただきあ りがとう ございま した。

･ 6 ‐
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資料6
0 現行の調整の仕組みと各論点の整理

// I 補償対象等湧き劇団性麻痺 -
にコ 十霊園 : 現行の仕組みにお 【ナる調整の範囲

( 1 ) 一般の ｢調整｣
裁判等で医療側に損害賠償責任があるとされた
ケース

(の重大な連携に基浅く｢調整｣

　 　　　　　　　 　 　　　　　　　　Y な診療行為) ｣ と判断され、

判断の場 : 原因分析委員会 ‘*鱗聾3ゆ 判断の場 : 調整委員会

( 1 ) 調整の基本的な枠組みについて
0 運営組織が過失有無を判断するこ との是非 について

- ｣ハJ ｢運営組織は医学的観点か ら原因分析を行 う こ と と し 、 賠償責任の成立要件 と
論点ゆu な る過失認定に関 し て は 、 基本的 には分娩機関 と 児 ･ 家族 と の間 の示談や裁判

の判決 ･ 和解等の結果に従 う ｣ と の現行の枠組み を変更す る か否か。

( 2 ) 重大な過失の取り扱いについて
0 ｢重大な過失が明らかと思料されるケース｣ に限り運営組織が主体的に調整を行うことの是非
について

｢分娩機関に重大な過失が明 ら かで あ る と 思料 される ケース に つ いて は、 法律
- 論点② - 的な観点か ら検討 し 、 そ の結論 を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整を行

う ｣ と の現行の枠組み を変更す る か否か。

○ ｢重大な過失が明らかと思料されるケース｣ の具体的な判定基準について

- 論点③ - 霧蕪群が明 ら かで あ る と 思料 さ れる ケ-ス ｣ の具体的な判断基準を変更
○ ｢重大な過失｣があるとして調整を行う基準について

｢調整委員会での調整の対象を ｢法的な ｣ 重大な過失に限る が ど う かは全 く 議

I 論点④ I 驗薮麓実感選肥聯奏秀雑案蟻嫌暑ぽいて、 調整の対象を法的

(3 ) 調整委員会のあり方について

原因分析委員会は ｢重大な過失が明 ら か と 思料 さ れる か否か｣ を判断 し 、 調整

- 論点⑤ l 委員会は ｢重大な過失の有無に つ き 、 法的観点か ら審議 を行い 、 調整 を行 う べ
き か否か｣ を判断す る と の現行の役割分担に つ いて変更す る か否か。

- 論点⑥ - ｢調整｣ と ｢調整委員会｣ の 区別がわか 朝こ く い と の声 も あ り 、 調整委員会の
名称 を変更す る か否か。
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20 1 2年 1 1 月 7 日 第57回社会保障審議会医療保険部会議事録(抜粋 )

○ 日 時 平成24年 1 1 月 7 日 (水 ) 9 : 5 7 ~ 1 2 : 1 4

0場所 如水会館｢スターホール｣

0議題

1 . 協会 【ナんばの財政状況について

2 . 産科医療補償制度について

3 . その他

0議事

○遠藤部会長 おはようございます 。 まだ定刻に若干時間がございますけれども 、 委員の皆様、 御予定の方はすべて御着
席でございますので、 ただし 、まより 、 第57回 ｢医療保険部会｣を開催したいと思います。
まず、 委員の御異動がございましたので 、 御報告いたします。

安部委員が退任をされました。 新たに 日 本薬剤師会常務理事の森昌平委員が就任されておられます 。
次に 、 本 日 の委員の出欠状況でございますが、 本 日 は 、 岩村委員 、 岩本委員 、 岡崎委員 、 齋藤訓子委員 、 福田委員より
御欠席の連絡をいただいております。

続きまして、 欠席委員のかわり に出席される方についてお諮りいたしたいと思います。
岡崎委員の代理としまして村岡参考人 、 齋藤訓子委員の代理として菊地参考人の御出席について御承認いただければ

と思いますけれども 、 よろしゅうございますか 。

( ｢ はい ｣ と声あ り )

0遠藤部会長 ありがとうございます 。

また 、 本 日 は 、 産科医療補償制度を議題の2としておりますが、 この御説明をいただくために 、 日 本医療機能評価機構の
上田理事にお越しいただいております 。 後ほど御説明をいただきますので、 どうぞよろしくお願いいたします。
次に 、 前回の医療保険部会以降 、 厚生労働省幹部に人事異動がございましたので、 事務局から御紹介をお願いしたいと
思います 。 事務局 、 お願いします。

0濱谷課長 それでは 、 人事異動について御紹介をさせていただきます。
まず、 保険局長の木倉でございます。
本 日 は 、 国会対応のため 、 途中退席となります 。

続きまして 、 医療保険 ･ 医政担当の審議官 、 神 田でございます。
審議官も 、 本 日 は国会対応のため 、 恐縮ですが、 途中退席となります。

続きまして 、 保険局保険課長の大島でございます 。
国民健康保険課長の中村でございます 。
医療課長の宇都宮でございます 。

歯科医療管理官の田 口 でございます 。
医療課薬剤管理官の近澤でございます。
医療課医療指導監査室長の泉でございます。

最後に、 保険局総務課長 、 私 、 濱谷でございます 。 よろ しくお願いいたします。
それでは 、 保険局長から一言御挨拶をさせていただきます 。

0木倉局長 改めまして 、 このたびの異動で保険局長に参りました木倉でございます。 どうぞよろしくお願い申 し上げます 。
委員の皆様には 、 御多忙の中をこの部会に御出席いただきまして 、 どうもあ りがとうございます 。
この夏前までは、 部会も開かせていただいたようでございますけれども 、 その間 、 2 月 には社会保障の機能強化 、 税制の
持続可能性ということの確保を図っていくための医療保険制度 、 医療制度を含んだ社会保障 ･ 税一体改革大綱 、 これを閣
議決定をし 、 国会を進めてきたところでございます 。 また 、 その後 、 この間で与野党間のお話し合いもされ 、 8 月 には社会保
障制度改革推進法というものが成立しておるところでございます 。 これまで途中までの経緯は御報告申 し上げておりますけ
れども 、 また改めてこのような視点を踏まえて御議論をいただきたいと思っております。

全体の高齢者医療制度のあ り方につきましては 、 この与野党間の合意 、 あるいは推進法にありますとお り 、 3党間の議論
もする 、 また 、 推進法に書かれておりますように 、 国民会議の場でもあ り方というものをきちんと議論をしていくという位置づ
けがなされているところでございます。 まだその場が立ち上がっていないわけではございますが、 それに備えてまい りたい
と思っております。

それから 、 当面の課題といたしましては 、 予算の夏の概算要求のときにもお示しさせていただいたのでございますけれど
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以上です。

0遠藤部会長 あ りがとうございます 。

それでは 、 武久委員 、 お願いいたします 。
0武久委員 私 、 余り詳しくはないのですけれども 、 健康保険組合がいろいろ分かれておりまして 、 将来は統一するという
ことを言われていると思うのですけれども 、 今 、 個別の組合である状況下において、 一方の ところがお金に余裕があるから
融通していくというの は 、 それぞれの組合が努力をされてきている結果だと思いますから 、 安易にそういうことはできないと
思うのですけれども 、 皆さんの言葉の端々 に高齢者医療という問題が出てきて し 、ます 。 これは、 保険局の医療保険委員会
ですので、 大学病院の附属病院の入院患者さんの平均が70歳を超えているというデータもございます。 すなわち 、 医療問
題すなわち高齢者問題ということと同義語じゃないかと思うのですが、 結局 、 高齢者が高度急性期病院に長く入院している
と 。 処置が終わった後も入院していると 。 これの医療費の 1 日 当た り が非常に高い 。 処置が終わったなら次の段階に移って
いくという仕組みを考えていかないと 、 ここで数字の同%とか細かいことばかり言っていても 、 結局根本解決にならないと思
いますし 、 これは医療課のほうで当然そういう こともお考えと思いますが、 高齢者医療がどんどんふえるから 、 高齢者医療
を減らすのだという単純な削減より は 、 システム上の問題というか、 治療が終わっても長く入院している人をできるだけ少な
くするというような議論も必要ではないかと思います。

0遠藤部会長 あ りがとうございます。

よろしゅうございますか 。

いろいろと御意見が出たわけであ りますけれども 、 抜本改革をなくして小手先のことをやっても余 り意味もないし効果もな
いだろうというようなお話、 これはまさしくその とおりであ りますけれども 、 同時に、 国民会議と言われるものが実際のアジェ
ンダは私はよく知 りませんけれども 、 抜本改革に近いようなことが議論されると聞いておるわけであ りますし 、 また 、 24年度
末に時限の支援策が切れるというのが実態としてあるという中で、 当面 、 当部会としては 、 先 ほど管家委員がおっしゃった
ように 、 当面切れるであろう時限措置に対して 、 当部会してどう考えるかと 。 そのためのいろいろな資料が出てきたわけで
あ りますので、 と りあえずそのあた りのところを集中的に審議をしていくというのが適切な対応なのではないかと思います。
事務局にもそのような仕切 りで事務的にいいかどうか、 ち ょっ と聞いてみたいと思いますけれども 、 保険課長いかがです
か 。

0大島課長 まさに今年度で切れまして 、 それは来年度予算にも 、 非常に額が大きいものですから影響が大きいという こと
で 、 年内に措置が切れますところをどうするかという ところをまず集中的に御議論をいただいて、 結論をお願いできればと
思います 。

抜本的な議論につきましては、 国民会議での議論も始まると思いますが、 当部会においてもそういった議論と並行しなが
ら議論していくという ことになるかと思いますが、 短期 、 中長期で言えば、 当面この 1 2 月 までは 、 短期の措置が切れるところ
の取 り扱いを集中的にお願いしたいと思います 。

0遠藤部会長 わかりました 。 あ りがとうございます。
本来であるならば抜本改革と一緒に議論する というのが筋なわけであ りますけれども 、 時間のラグの問題もございますの
で、 と りあえずは今回その問題に集中 し 、 その以降は、 場合によっては国民会議と並行するのかもしれませんけれども 、 抜
本的な議論を当部会としても審議することもやぶさかではないということであ りますので、 そういう段取 りで進めていきたい
と思います 。 よろ しゅうございますか 。

( ｢異議なし｣ と声あ り )

0遠藤部会長 あ りがとうございます 。

それでは 、 一通り御意見を承ったと思いますので、 本件につきましてはこのあた り にしたいと思います。
それでは 、 引 き続きまして 、 次の議題でございますけれども 、 産科補償制度についてを議題といたします。
本議題につきましては 、 前回御議論を既にいただいたところであ りますけれども 、 本 日 はそれに引き続き御議論ということ
でございます 。

上 田理事が御参加いただいておりますけれども 、 まず、 上 田理事から資料の説明をお願いいたします。 その際、 前回 、 医
療保険部会でいろいろな御意見が出まして 、 その御意見 、 御質問に対する検討事項も盛られていると伺っておりますし 、 ま
た 、 機構独 自 で見直しの議論もされているということなものですから 、 その 中身についても御報告をいただければと思って
お りますので、 上 田参考人 、 どうぞよろしくお願いします 。

0上 田参考人 日 本医療機能評価機構の上田でございます。 よろしくお願いします 。
7 月 の医療保険部会において 、 産科医療補償制度について御報告させていただき 、 皆様からさまざまな御意見や御要望
をいただきました 。 その後 、 当機構において運営委員会を2回開催し、 医療保険部会における御意見等も踏まえ 、 制度見
直しの進め方などについて検討を行っておりますので、 本 日 はその状況について御報告させていただくとともに 、 前回御質
問いただいた事項について回答させていただきます 。

まず、 お手元の資料の 1 ページ 目 の産科医療補償制度運営委員会における制度見直しの検討状況についてをごらんく
ださい 。 運営委員会における検討状況について 、 医療保険部会と関係の深い部分を中心に取りまとめてお ります。
9 月 1 8 日 に開催した第 1 4回運営委員会においては 、 医療保険部会での御意見等を踏まえ 、 制度見直しの進め方などに
ついて議論を行いました。 前回の医療保険部会において 、 補償対象者数を早期に推計すべきとの御意見をいただき 、 私も
できるだけ速やかに推計し 、 見直しの検討を進めていくことを御説明させていただきましたが、 この点について記載してお り
ます。

まず、 アであ りますが、 本制度の補償申請期間は児の満5歳の誕生 日 までであ りますが、 専門家からは、 脳性麻痺の型
や程度によづては早期の診断が困難との御意見があるなど 、 現時点での補償対象者数の推計は困難であります 。
しかし 、 前回の医療保険部会で御意見をいただいたことなどを踏まえ、 平成27年中 ごろの補償対象者数の確定を待たず

2
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にできるだけ早期に推計し 、 制度見直しを行うために 、 医学的調査専門委員会を立ち上げることとなりました 。
次に 、 イですが、 この医学的調査専門委員会においては、 補償対象者数の推計及び制度見直しの検討に当たって必要
な脳性麻痺の発症等のデータの収集 ･ 分析等を行い 、 具体的な議論を行えるよう整理しまして 、 平成25年の6月 ごろを 目
途に 、 その結果が運営委員会に報告されることとなりました 。
ウですが、 このことを踏まえて、 以下の進め方で見直しの検討が進められることとされました 。
まず、 補償対象者数の推計値等のデータに基づいて検討する必要がある補償対象範囲や補償水準、 掛金の水準、 剰余
金の使途等の課題については、 医学的調査専門委員会からの報告に基づいて 、 速やかに検討を行います。
一方 、 補償対象者数の推計値等のデータがなくても検討が可能な課題については 、 医学的調査専門委員会の検討を待
たずに順次審議を行い 、 平成25年春ころを 目途に報告書を取りまとめます。
具体的には、 この下に記載しております原因分析のあり方から診断医の体制等までの課題でございます 。 これらはいず
れも出産育児一時金とは関係しない課題ですのでJ順次審議を行うこととしてお ります。
なお 、 内容がわかり fこくいと思われる項 目 につきましては、 アスタリスクで注を付してお りますので、 適宜御参照ください 。

2ページにございます 。

続きまして 、 2ページの保護者及び分娩機関へのアンケートの実施についてでございます。
制度の評価及び制度運営の課題について検証し 、 制度見直し及び制度運営に資することを 目 的に、 本年の6月 末までに
補償対象と認定された327事例の児の保護者と 、 児が出生した分娩機関を対象にアンケートを実施することとし 、 その内容
等について審議が行われました 。 現在 、 このアンケートを実施しておりまして 、 年明 けを 目 途に集計結果を取りまとめる予
定でございます 。

次に、 原因分析に係る検討の進め方についてでございます 。
本制度は 、 補償に加えまして 、 原因分析 、 再発防止を行うことを制度の柱の一つとしてお り 、 原因分析のあり方につい
て 、 幾つかの検討課題が運営委員会において提起されたところでございます。 医学的評価のあ り方や回避可能性の記載
の要否は 、 原因分析は、 責任追求を 目 的とせず、 再発防止の観点で行うものでありますが、 記載によっては責任追求につ
ながる恐れがあるとの意見があ り 、 論点となっております 。 また 、 原因分析の対象件数が増加する中 、 体制面の見直しなど
が論点となってお ります 。

次に 、 1 1 月 1 日 に開催されました第 1 5回運営委員会について御説明申 し上げます 。
まず、 医学的調査専門委員会の状況でございます。
医学的調査専門委員会を設置しましてJ O 月 1 8 日 に第 1 回の委員会を開催しております。
委員については 、 小児神経科等の専門家の 6名で構成されておりまして 、 東邦大学医学部名誉教授の多田裕先生に委
員長をお願いしてお り ます 。

次に 、 イでございますが、 第 1 回 の委員会においては 、 補償対象者数の推計及び制度見直しの検討に当たって必要なデ
ータに関して 、 具体的な内容と取得方法 、 調査 ･ 分析の進め方等について議論が行われました 。
その結果 、 沖縄県 、 栃木県 、 三重県において脳性麻痺発症に係る医学的調査を行い 、 データを収集するとともに 、 文献
等も踏まえて分析 ･ 整理を行うこととされました 。
次に 、 ウであ り ますが、 3ページをお願いします。 委員から 、 どのような事例が補償対象となるかについて必ずしもまだ広

く認知されておらず、 補償対象となる範囲について誤解されている可能性がある 、 また 、 脳性麻痺のタイプによっては早期
の診断が困難であるため 、 補償申請が行われていない事例が相 当あると考えられるとの意見があ りました 。 そこで、 小児
科やリハビ リ の施設、 また脳性麻痺児の保護者等への周知 ･ 広報にしっかり と取 り組むことが重要である とされました 。
当機構としては、 これまで補償申請漏れが生じないよう 、 その周知に努めてまいりましたが、 さ らなる周知に努めてまいり
たいと考えております 。

次に 、 ( 2 ) の原因分析のあ り方についてでございます 。
補償対象者数の推計値等のデータがなくとも検討が可能で順次審議を行うと整理された課題については 、 見直しの検討
に入っております 。

まず、 アですが、 平成23年 1 月 から 1 2 月 までに原因分析報告書を送付した67事例の保護者及び分娩機関を対象に 、 本年
の7 月 末に実施した ｢原因分析に関するアンケート｣ について集計結果を報告しました 。
前回の医療保険部会においては 、 昨年実施した ｢原因分析に関するアンケート｣ について御報告をさせていただきました
が、 今回もおおむね同 じような結果でございました 。
イでございますが、 分娩後に新生児搬送が行われた事例について 、 NICU等の搬送先における新生児管理に関して 、 原
因分析報告書の中で医学的評価を行うことの是非について審議が行われました。 いろいろ意見がございましたが、 これま
で原因分析をした事例を再度確認し 、 新生児管理に対する医学的評価の必要性等を分析 ･ 整理した上 、 改めて審議を行う
こととされました 。

ウですが、 分娩機関に対して改善を促すための対応について議論が行われました 。
続いて 、 訴権の制限の再検討についてでございますが、 訴権の制限の是非について審議が行われ、 現状どおり 、 保護者
は補償金を受け取った場合でも損害賠償請求訴訟等を行うことが適当であるとされました 。
運営委員会における検討状況の御報告は 、 以上でございます 。
なお 、 運営委員会の資料及び議事録は、 当機構のホームページで公開しております 。
続きまして 、 資料の4ページをお願いします。
前回の医療保険部会でいただいた御質問のうち 、 後 日 回答することとなっておりました質問の6項 目 について 、 それぞれ
回答を記載しており ます。 時間の関係で御説明は割愛させていただきますが、 御確認いただきますようお願いいたします 。
以上でございます 。
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0遠藤部会長 あ りがとうございます。
回答のところが確認するということであ りましたけれども 、 ただいまの御質問について 、 何か御意見 、 御質問ございますで

しょうか 。 白 川委員 、 どうぞ。
○ 白川委員 肝心な部分の御説明がなかったのが残念でございますが、 医療保険部会なものですから 、 むしろ後半部分
が我々 にとっては非常に関心が高い部分でございます。 ただ、 事前に読ませていただいておりますので、 幾つか意見を申
し上げたいと思います。

前回 、 いろいろ資料をお出 しいただきまして 、 その際に私は3つぐらい意見を言ったと記憶しております。
1 つは 、 制度設計の段階からまだ4年弱しかたっていないので確定値はなかなか出ないということは 、 確かにそのとおり
ですけれども 、 それにしても 、 当初予定したよりもかな り補償対象者が少ないだろうと 。 500人から800人と言っていたのが、
た しか200人弱という ことを考えると 、 多分そこまでは行かないだろうと見込まれるという前提でございましたので、 それに関
して 、 掛金の見直しを早急にやるべきだと 。 どう考えても3万円 は必要ないでしょう という話が 1 つ 。
2つ 目 は 、 過去3年間で毎年200億円ずつぐらいの剰余金が蓄積されている 。 5年たてば1 ,000億という金額。 しかも 、 たし
か20年間の年賦でお支払いする部分が大部分ですから 、 1 , 000億の剰余金の扱いをどうするかということが2つ 目 の議論
と 。

3つ 目 は 、 前回 、 経費の内訳、 事務費の内訳を出 していただきましたけれども 、 明 らかに公的保険にもかかわらず、 民間
の保険会社が、 私に言わせれば過大な利益を上げている構造になっている 。 したがって、 来年の民間保険会社との契約
について 、 ぜひとも見直すべきではないかという3つの意見を申 し上げたと思います 。
それの続きでございますが、 前回お出しいただいた 、 特に事務経費のところを私どもでも精査をさせていただきました 。 そ
の件で特に具体的に御指摘をさせていただきたいと思っております 。

1 つは 、 制度変動リスク対策費というのが1 6億円強、 毎年支出されることになっております。 これは、 要は保険会社の リス
クのヘッジのために一定額を補償しましょう という 内容だと思いますが、 どう見ても保険会社にリスクは全くないと 。 なぜこれ
を 1 6億円 、 ただであげているようなお金があるのかというのが、 はっきり言うと許せないと言わざるを得ません。 これは即刻
やめていただきたい。

それから 、 最低保険料というのがあるようでございまして 、 補償実績が300件を下回る場合は、 300件との差が保険会社
の取り分だという契約になっているようでございますが、 これも何のことやらさっぱりわからない 。 過去の実績を見て300人
を超えたケースはないわけでございますので、 これも取りやめをしていただきたい 。
それから 、 運用収益について 、 剰余金 、 今 、 600億ぐらいあると思いますけれども 、 この運用益については、 前回質問いた

しましたけれども 、 今回 の回答では具体的なことを何も書いていないのですが、 これはどう考えても保険会社がその分 、 運
用益は取っていると考えられます 。 これもおかしな話で、 この運用益をどうするかということについて 、 ぜひ評価機構でも詰
めていただきたいし 、 契約の更改に当たっては反映をさせていただきたいということが3つ 目 。
4つ 目 は 、 聞くところによ りますと 、 この保険会社は5社で引き受けていると聞いてお りますけれども 、 その3分の 2が 1 社
に集中 していると 。 たしか理事会でそういう議論があったと聞いております。 どう考えても公的保険、 前回 、 自 賠責の話を例
として出されましたけれども 、 公的保険で1 社が3分の 2のシェアを取るということば普通あり得ないわけでございまして 、 こ
のシェアについてもぜひとも見直しをしていただきたい 。

それ以外もいろいろ意見はございますが、 と り あえず 1 月 から保険会社と契約更改というふうに聞いておりますので、 早急
に取り組んでいただいて、 契約更改に反映をしていただくように強くお願いしたいと思います 。
それから 、 もう一点 、 今お示しいただいた資料の 1 ページ 目 の下半分 、 ウの (ア ) でございますが、 運営委員会等で対象範
囲や補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等を検討するやに書かれてお りまして 、 そんなことはないと思いますが、 これ
を評価機構の ほうで全部決めるんだというお考えだとすれば、 それは全く私は違うと思ってお ります。 それは、 医療保険部
会のような所できちんと議論をして合意を得て進めるものであると考えてお りますので、 そのための資料を評価機構のほう
で出していただくというふうに捉えておりますが、 それでよろしいかどうか 、 御確認をお願いしたいと思います。
以上でございます 。

0遠藤部会長 あ りがとうございます。
先ほど小林委員もお手を挙げられましたけれども 、 前回 、 似たようなことをおっしゃっていたので、 もし今のと関連するの
であれば、 一度にしたほうがよろしいと思います。 では 、 小林委員 。
0小林委員 白 川委員と全く同 じ意見でありまして 、 関連してお りますので、 同 じ内容になるかもしれませんが、 私どもの意
見を申 し上げたいと思います。

質問事項について回答が示されており 、 今 、 説明はあ り ませんでしたが、 この 中 には幾つか問題があると考えておりま
す 。 特に今 、 白 川委員がお話しになった最大の問題というのは 、 5ページの問3に対する回答の最後の3行であ ります。 こ
の中には 、 財団 内部の運営委員会において、 補償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準 、 剰余金の使途等をあわせて議論し
ていくこととし 、 その検討状況については 、 当部会に御報告し 、 関係者の御理解をいただきながら進めてまい りたいとあ りま
すが、 この財団の考え方というのは 、 当部会の考え方と随分違います。
この制度は 、 そのもとを辿れば、 社会保険料と税金で成り立っている公的制度であ ります。 その補償対象範囲や補償水
準、 あるいは掛金の水準をどうするかというのは 、 まさに公的な制度をどうするかという議論であ り 、 この制度論は、 当然こ
の医療保険部会で行うべきものです 。
以前の医療保険部会で西辻前保険課長は 、 ｢産科医療補償制度の掛金に充てる出産育児一時金の水準をどうするかと
いう医療保険の給付に係る部分は 、 この医療保険部会で御議論願いたい｣ とおっしゃっておりましたが、 そのような理解で
間違いがないか 、 まず事務局に確認させていただきたいと思います 。
0遠藤部会長 それでは 、 保険課長 、 お願いします。
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0大島課長 今 、 小林委員 、 御指摘の とお り 、 7 月 30 日 の この部会で、 当 時の西辻課長のほうから 、 医政局とも相談いたし
まして 、 産科医療補償の掛金に充てる出産育児一時金の水準をどうするかという医療保険の給付に係る部分について
は、 この医療保険部会で医療機能評価機構から報告をいただきながら検討をお願いしたいと考えておりますということを述
べております。 この整理は今もそうだと考えています。
0小林委員 あ りがとうございました 。
○遠藤部会長 私も当時の西辻さんとお話をして 、 そのように理解しております。
0小林委員 引き続きよろしいですか。
0遠藤部会長 お願いします。

0小林委員 ただいまお聞きになったとおりであ りまして 、 ぜひそのようなことで議論を進めていくべきだと思いますが、 そ
のほかにも幾つか問題がありますので、 申 し上げたいと思います。 これも事務局において 、 私どもの問題提起についてお
考えいただいて 、 次回以降で構いませんので、 しっか りお答えいただけたらと思います。
まず、 1 つ 目 の問題ですが、 4ページの問 1 の回答です 。 補償対象数の推計は困難であると真ん中 くらいにありますが、
いまだ補償対象数の推計が困難な状況という中で財団内部で議論を進めるというのはどういう ことなのか 、 理解に苦しみ
ます。 これについて事務局の見解をお答えいただきたい 。
2つ 目 です 。 同 じページの問2も 、 保険金に匹敵する事務経費というのはどうも納得ができないし、 保険会社の分がその
大半を占めているというのは制度的な欠陥と言っても過言ではないと思っております 。 早急な見直しが必要だと考えます
が、 これも事務局のご見解をお願いしたいと思います 。

最後に 、 いずれにしましても 、 剰余が出た場合は財団に返還されるとの ことですが、 剰余金については 、 余ったら保険者
に戻すべきであるし 、 少なくとも今後の掛金の値下げに充てる以外の選択肢はあ り得ないと考えております 。 財団内部で
剰余金の使途について議論いただく必要は全くないと考えておりますので、 後ほどで結構でございますので、 これについて
事務局のお考えをまとめていただきたいと思います。 白 川委員の御意見と、 私も全く同 じです。
以上です 。

0遠藤部会長 あ りがとうございます。

類似のご質問ですか 。 余 り 多くなり過ぎてもあれなので、 ひとまず御回答を得たいと思います 。 ただ、 申 しわけありません
けれども 、 前回 の話はあくまでも保険のファイナンスの話だったわけですから 、 そこの ところの御回答が直接承れなかった
というの は 、 プレゼンテーションの仕方として適切ではないという印象を私も受けましたので、 そこの ところを白 川委員から
再度細かく質問があ りましたので、 御説明いただきたいと思います 。 細かい内容だったので、 もし御質問の趣旨がわからな
いようだったら 、 再度御質問いただければと思います。 それでは、 上田参考人 、 お願いします 。
0上田参考人 まず、 見直しの進め方について 、 先ほど大島課長からもお話があ りましたが、 私からも 、 基本的な考えをお
話ししたいと思っております 。
産科医療補償制度の見直しについては、 運営委員会で議論を行っていますが、 このうち 、 出産育児一時金に関連する部
分につきましては 、 運営委員会での議論の内容を適宜医療保険部会に御報告し、 そ して医療保険部会での御意見を受け
て 、 また改めて運営委員会で議論していただくなど 、 医療保険部会にも十分御理解をいただきながら進めていきたいと考え
てお ります。

0遠藤部会長 わかりました 。 確認します 。 決定はそち らですると 。 ただし 、 こち らの意見は聞くと 、 そういう理解でよろしい
ですか 。 ただいまの御発言 。

0上田参考人 ですから 、 出産育児一時金に関しては 、 こち らで決定されますので、 当然それの関連したものを議論してい
ただいて、 出産育児一時金については 、 こち らで決定されるということで私ども理解してお ります 。
0遠藤部会長 どうぞ続けて 。

0上田参考人 それで、 私どもの資料 1 を見ていただきたいのですが 、 ここにありますように 、 今の私の話と関連しますが、
補償対象者数の推計値等のデータに基づいて検討する必要が.ある 、 1 ページのウの (ア ) でございます。 補償対象範囲や
補償水準、 掛金の水準 、 剰余金等の使途等の課題については、 議論するに当たって 、 イにあ りますように 、 補償対象者数
の推計及び制度見直しの検討に当たっての必要な脳性麻痺の発症等のデータの収集 ･ 分析等を行って、 そしてこういった
データに基づいて行う必要があるということを我々者えております 。
したがいまして 、 こういったデータをあくまでも医学的に 、 この推計 、 あるいは必要なデータを 、 先ほどから申 し上げていま
す医学的調査専門委員会でまさに医学的データを出 していただく 。 そ して 、 出 していただいたものをもとに 、 先ほども申 し上
げましたが 、 運営委員会で審議をします 。 と同時に 、 先ほど申 し上げましたように 、 適宜こち らの ほうに報告し、 議論をして
いただくということで進めていきたいということでございます 。
もう一つは 、 1 ページの くイ ) であ りますが、 一方、 補償対象者数の推計値等のデータがなくても検討が可能な課題 、 すな
わちこれは出産育児一時金と関連の乏しい課題でございます 。 こういった原因分析のあ り方 、 調整のあ り 方については、 こ
れは随時 、 審議を進めて 、 来年の春ころを 目 途に報告書を取りまとめるということで考えております 。
これが基本的な考えでございまして 、 出産育児一時金にかかわる項 目 をもう少し丁寧に説明すべきという部会長からの
御指摘 、 大変失礼いたしました 。 ただいま 、 白 川委員 、 そして小林委員から 、 経費の問題等々 の御指摘がございました 。 こ
の点について、 私どもの考えを申 し上げたいと思っております 。
これも何度も私申 し上げていますが、 本制度においては 、 全国的な十分なデータがない中での制度設計であ りました 。 そ

して 、 補償対象者数が推計値を上回る恐れもあ りましたので、 それに対するリスク対策費等を計上した経過がございます。
しかしながら 、 3年半を過ぎて 、 ただいまの 白 川委員 、 小林委員から御指摘のように 、 当初の 800に比べると 、 今は200弱 じ
ゃないかとか 、 いろいろな御指摘がございます。 したがいまして 、 そういった皆様方の御意見を我々も十分踏まえながら 、 確
かにこの制度は公的な性格を有する制度でございますので、 事務経費をできるだけ抑えていくという ことは非常に大事でご

5
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ざいます。 したがいまして 、 先ほど御指摘のあ りました運用益の問題、 あるいは制度変動リスク対策費の問題 、 こういった
ものを含めて、 保険会社における事務経費の来年以降のあ り方については 、 厚生労働省ともよく相談します 。 そしてまた 、
保険会社とも相談しながら進めていきたいと考えております 。
ですから 、 こういった経費については 、 私ども 、 例えば保険会社の経費節減、 実際に平成2 1 年対比3億6 ,000万の事務経
費の減となっておりますが、 こういった効率化も当然図 りますし 、 先ほど申 し上げました運用益、 あるいはリスク対策費等々
のこういった問題については 、 厚労省とも相談して進めていきたいと思ってお ります 。
それから 、 もう一点 、 300の最低基準について御意見がございました 。 制度創設時には 、 これも前回お話ししましたけれど
も 、 補償対象者数が予測を上回ったら 、 その上回った分が損保会社の損失となってそれで対応していただく 。 予測を下回っ
たら 、 下回った分が保険会社の利益となる仕組みと当初なっておりました 。 しかしながら 、 これは制度開始後でありますけ
れども 、 保険会社が過大な利益を得るべきでないという御意見がありましたから 、 予測を上回った場合の リスクはそのまま
にしながら 、 一方 、 下回った場合の剰余金は運営組織に戻されるということとなったものでございます。
しかし 、 民間保険を活用する以上は 、 全額返還される契約はあ り得ないというこ とから 、 厚生労働省とも協議の上 、 300人
を最低保険料の基準としたものでございます。 この基準については 、 先 ほど私 、 資料の 1 ページで御説明させていただきま
したが、 こういった問題も含めて 、 データをそろえ 、 そして全体の議論をする中で、 検討していきたいと考えております 。
それから 、 剰余金の使途については、 これまで、 保険者への返還、 あるいは将来の保険料に組み込むことで掛金を下げ
るべきという御意見がございます 。 またもう一方、 補償対象範囲や補償水準の見直しに活用すべきといった御意見などもご
ざいます。 剰余金の使途につきましては、 補償対象者数の推計が何人になるのか 、 あるいはそれに伴ってどれほどの剰余
金が生じるのか 、 また 、 補償対象の範囲ですとか、 補償水準 、 掛金水準の見直しなど、 こういった内容にもよ りますので、
資料の 1 ページにもあ りますように 、 この点については 、 医学的調査専門委員会で議論ができるデータを出 していただい
て 、 それをもとに 、 制度全体のあり方の 中で検討していきたいと考えております 。
それから 、 医学的調査専門委員会は 、 6 月 を 目 途にデータを出していただいて 、 そして 、 先ほど言いましたように 、 速やか
に運営委員会で議論しますが、 その状況は適宜こち らの医療保険部会に報告し 、 また議論していただき、 よく連絡を取りな
がら最終的に確認をしていきたいと思っております 。
そ して 、 補償対象範囲 、 補償水準などの内容がかたまりますと 、 実際に実施するに当たっては 、 その内容を加入分娩機
関や妊産婦への周知ですとか 、 あるいは契約関係の改定ですとか 、 あるいはWebシステムの改修等を行います 。
創設に当たって検討を行いましたが、 こういった準備を考えますと 、 私ども 、 来年6 月 に医学的調査専門委員会からデー

タをいただき 、 それをもとに運営委員会で議論し 、 そして医療保険部会でも議論していただきながら 、 医療保険部会の御理
解もいただきながらまとめて、 先ほどの準備などを考えますと 、 平成27年 1 月 を 目 途に実施するということを今のところ考え
ております 。 しかしながら 、 この点については 、 運営委員会の議論ですとか 、 医療保険部会からの御意見を踏まえ 、 そ して
厚生労働省ともよく相談しながら進めていきたいと思ってお ります。
と り あえず以上でございます 。

0遠藤部会長 あ りがとうございます 。
白 川委員の御質問にお答えいただいたわけなので、 まずは白 川委員お願いします。
0 白 川委員 今のお話を伺っていまして 、 医療機能評価機構というのは何なんだろう という気が実はしているんです。 要す
るに 、 我々 は法令で定められた形で3万円の掛金を出産育児一時金としてお支払いしているけれども 、 それで剰余金が出
たら 、 これは医療評価機構のお金であって 、 それをどう使うかは機構が決めるんだというふうに 、 極論するとそういうふうに
聞こえてしまったのですけれども 、 そういうものではないでしょう と 。 我 々が医療機能評価機構に期待してお りますのは 、 補
償を受ける方、 それから 、 我々掛金を支払っている側 、 この立場に立って 、 どう していけばそういう方々 の負担がいかに低く
なるか 、 小さくなるかというのを考えていただけるというふうに期待をしていたのですけれども 、 はっきり言う と 、 あきれ返っ
ています。 これは反論は結構です 、 私の意見ですから 。 あきれ返っていますよ 。 機構に入った剰余金は 自分たちのお金だ
から 、 これを適用拡大しようかとか 、 保険会社はどんどん利益を持っていけと、 こういうのでしたら立場が逆じゃないかと申
し上げざるを得ませんので、 それだけは申 し上げておきます 。 反論は結構でございます。 私の意見ですから 。
0遠藤部会長 簡潔に上田参考人 、 お願いします。
○上田参考人 私 、 今 、 白 川委員がおっしゃられたそういう考えで申 し上げているつも りでございません 。 私 、 申 し上げたの
は 、 確かに我々 は産科医療補償制度の事業を実施してお ります 。 ですから 、 制度の見直しについては運営委員会でまず
は議論します。 しかしながら 、 出産育児一時金に関連する事項 、 すなわち 出産育児一時金は 、 この医療保険部会で決定さ
れますから 、 私 、 申 し上げたの は 、 剰余金の問題など、 あるいは補償対象の基準など、 つまり 、 出産育児一時金に関連す
る部分について 、 まずは確かに私ども議論をします 。 議論しますけれども 、 と同時に 、 医療保険部会にそういった状況報告
をして 、 そして医療保険部会でも議論していただく中で進めさせていただくということを申 し上げておりますので、 決して私ど
もが一方的に審議し決定して 、 これでいきますということで申 し上げているつも りではございません。 この点よろしくお願いし
たいと思います 。

0遠藤部会長 あ りがとう ございます。

では 、 順番で、 横尾委員 、 鈴木委員 、 樋口 委員でお願いしたいと思います。
0横尾委員 あ りがとうございます 。
支払備金 、 7ページですけれども 、 問 5 に対しての 回答が出ているのですが、 こういった場合はどう回答するか 。 普通は、

1 50~200億円 の内訳はこういうこ とになっていて 、 大括り 、 こういうふうに分けていますと 。 それぞれの金利 はこういう金利
運用で、 何年間の契約をどことしていますとかいうふうなデータが出てくるのが普通の回答なのですけれども 、 文章だけの
考え方の回答では 、 個人的には余 り誠意がないのかなという感じがいたしまして、 そこ ら辺は明 らかにしたほうが透明性が
高くなる運営になると思いますので、 よろしくお願いしたいと思っています。

R
U
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なお 、 この ことについては、 厚労省は内訳は全部把握されているのでしょうか 。

0遠藤部会長 保険課長 、 お願いします 。

0大島課長 医政局ではしているかもしれませんが、 保険局ではしておりません 。
0遠藤部会長 それは御要望しますか 、 横尾委員 。 確認しますか 。

0横尾委員 出していただくとあ りがたいです 。
0遠藤部会長 もし可能であれば。

上田参考人 、 どうぞ。

○上田参考人 ただいまの御質問ですが、 まず 1 つ は 、 ただいまの資料の4ページに、 問 2の表で、 4で 1 78件があって 、 今

の ところは53億4000万がそれに充てている 。 これはあくまでも中途段階であるということと 、 それから 、 これは前回の資料で

すが、 私どもの産科医療補償制度の概要の参考資料の2でございますが、 これにつきまして 、 8ページに、 2 1 年 、 22年 、 23
年 、 それぞれの生まれの児について 、 補償金が1 7 2件 、 1 2 6件 、 26件 、 そ して保険料からそれを差し引 いた支払備金として
2 1 4億 、 250億 、 272億 、 これを支払備金として確保し 、 そしてこれは満5歳まで申請可能ですので、 それに対応する備金とし
て対応しているという ことでございます。

0横尾委員 それは表を見たらわかることなので、 要は、 内訳がどうなっていて 、 金利がどうなっているか 、 そもそもの質問

にはちゃんと答えたほうがいいと思います 。

以上です。

0遠藤部会長 お答えはまた改めてということで、 それでは 、 鈴木委員 、 お待たせしました 。

○鈴木委員 私どもとしては 、 余裕が出た場合 、 これは当初 、 全然見通しのつかないままに 、 限られたデータをもとにかな
り抑えてスタートしたという経緯があ りますので、 日 本産婦人科学会、 医会の御意見も踏まえまして 、 補償対象の拡大や補
償金額の増額を要望したいと思っております。 そういう議論をするにしましても 、 今 日 の機構の御説明では、 現時点での補
償対象者数の推計は困難であるとした上で、 医学的調査専門委員会を立ち上げてその議論を開始したとのことですが、 こ
の結果が出るのが来年の6月 ごろ 、 その他の報告書が出るのも来年の春ごろという ことで、 今後の議論の進め方として 、
そういった結果が出るまで、 我々 はここで議論ができないのでしょうか 。 医会、 学会の先生方が心配されているのは 、 そう
いうデータが出る前にここの結論が出てしまうような形になるのは困るとおっしやつているのですが、 その議論の進め方 、 結
論が出てから議論するのか 、 出なくても議論して結論を出 してしまうのか 、 あるいはその 中間ということもあるかと思います
が、 どういう議論の進め方をするか 、 事務局に確認させていただきたいと思います。 ･

それから 、 保険者の先生方がかなり強くおっしゃっている保険会社の利益と し 、う ことですが、 これは我々 も現状には非常
に問題だと思ってお ります 。 特に私は 、 300人まで対象者がいかない場合には差額全部保険会社の利益にするというの
は、 幾ら何でも問題だと思うので、 そういったもの の見直しはいつごろ行われるのか 、 それもそういうデータが出る来年の 6
月 とかじゃないとできない話なのか 、 そういった保険会社の利益に関する透明性の確保は議論の前提になる話だと思いま
すので、 これはしっか り行っていただきたいと思います。

以上です 。

0遠藤部会長 ありがとうございます。

樋口 委員 、 お願いします。

0樋口 委員 あ りがとうございます。

産科医療補償制度そのものに関しては、 いろいろ見直しが必要だとは思いますが、 私はぜひ続けていただきたい制度だ
と思ってお ります。 今お話を伺っている間に 、 確かに主人公、 主体がどこか 、 わけがわからなくなるようなお話でございまし
たけれども 、 制度的なフオーカルポイントというのはしっか り あるだろう と思いますが、 基本的に私は 、 主体はと言ったらい
いか、 この制度によって恩恵を得るのは、 母親であり 、 子供であり 、 医療者たちであって 、 その人たちが安心して出産に立
ち会い 、 出産に臨み、 万一不慮の事故があったときには補償されて、 そして 、 かつ 、 きちんと分析することによって 、 補償金
は出て行くかもしれないけれども 、 そこがきちんと明るみに出て分析されることによって再発が防止されれば、 結果として医
療財政に金 目 の面でも益する制度だと思ってお ります 。 ですから 、 現状では数が把握できない 、 少ないとしても 、 私はこの
制度は見直した上で、 ぜひ存続していただきたいと思ってお ります。 実はこれは将来のお金の浪費をなくするいい制度だと
思っており ますし 、 広い意味での今度の社会保障 ･ 税一体改革の 、 あえて言えば、 子供の出産 、 子育てに重点を向 けていく

というその施策にも合うものだと思ってお ります。 こ こまでが応援演説です。

しかし 、 誰が主体であって 、 そして 、 どのように運用するかということについては 、 私も皆様方の 多くがおっしゃいましたよう
に 、 きょうの御説明を聞いてもわからないです。 そもそも私はこの委員会にそれほど古くなくて 、 後期高齢者医療制度が立
ち上がって運営され始めてから高齢者枠で加わった人間でございますので、 よく知 りましたのは 、 前回 、 夏の この委員会ぐ
らいでしたけれども 、 その ときに 、 まずこういう公的機関に生命保険会社が入っているという ことで 、 ち ょっ とびっく り いたしま

した 。 きょう伺いましたら 、 5社入っているんですか 。 そのうちの全体の2分の 1 を 1 社が独占 しているんですか 。
○ 白川委員 3分の 2です。

0樋口 委員 3分の 2 。 とにかく保険者が払おうと 、 その保険者の元金はどこから出ているかといったら 、 我々被保険者が
払う保険料から出ているわけです。 そういうものからできるとしたら 、 やは り透明性というのは最も大事なことなのではない
でしょうか 。 生命保険会社に委託しなければならない 。 確かに民活、 民活と言われておりますから 、 そう いう ところに一部使
うこ とを全面的に否定はいたしませんけれども 、 だとしたら 、 そういう情報ははっき り と公開していただいて 、 例えばここの委
員会に出てくる報告の中 にも 、 生命保険会社の実名を上げて何が悪いのでしょうか 。 実名 を上げて発表して、 ここに何%ぐ
らい委託している 、 そういう ことがあってしかるべきではないかと私は思いますけれども 、 皆様ないし厚労省はいかがでござ
いましょうか 。

ついでに厚労省に伺いたいのですけれども 、 きょう いただいた資料、 私はわからないですよ。 参考資料1 でございます 。 産

7
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科医療補償制度についてとございまして 、 これは機構から出ているのではなくて厚生労働省保険局から出ております。 頭
のほうはまだわかるのですけれども 、 なんでここに大正 1 1 年法律第70号。 なるほど私が生まれる前からの法律が今も生き
て 日 本に脈々 と続いているの は 、 ある意味でとても喜ばしいことでございますけれども 、 当 時制定された法律と現行の法律
とどういう関連性があって 、 どう生かされているかというのをち ょっと御説明いただかないと 、 私 、 わか りませんでした 。
以上です。

0遠藤部会長 最後の質問は、 事務局は御対応可能ですか 。 それとも次回以降に。 すぐお答えできますか 。 保険課長 、 お
願いします 。

○大島課長 出産育児一時金に加算してそこから産科医療補償制度のお金を出 していますという ところに関連する条文を
書いています 。 出産育児一時金の法律上の根拠が、 大正 1 1 年の健康保険法の 1 0 1 条にあって 、 そ こには金額は政令で決
める 旨が書いてあ ります。

その下の健康保険法施行令のほうですけれども 、 3 9万円の出産育児一時金に 、 別途3万円の範囲内で額を加算すると
いう規定が書いてあ りまして 、 実際にはこの 3万円で産科医療補償制度が回っている 。 その関連する条文を書いたもので
ございます 。

0菅家委員 次回以降もやるんですか 。
0遠藤部会長 次回 以降 、 では 、 ち ょっ と整理させていただきますと 、 実はこの制度そのものは、 も ともとは医療事故とか産
科医療の話なものですから 、 医政局マターで話が進んでいるわけですけれども 、 現実には相 当なお金が拠出されていると
いうことで、 保険制度も兼ねているという ところで、 そういう意味で医療保険部会とも非常に関連のあるところであったと 。 し
かも 、 運営上やや問題がある ということで、 特にスポンサー役であった保険者から非常に強い御指摘が出ているということ
で、 この問題は全然まだ解決はしていないと思います。
そもそもこの制度の運営上の 、 先ほど透明性というようなこともおっしゃいましたけれども 、 ある種ガバナンスをどういうる･

うにするのかというところがはっきり していませんので、 そこはある程度はっき りさせる必要があるかなと思いますし 、 当面
の課題としては 、 保険会社への委託、 損害保険なのですけれども 、 損害保険会社への委託のやり方について疑義がある
ということがるる言われておるわけですから 、 契約見直し時にどうするかということ 、 これを決めなければいけないと思うわ
けですけれども 、 その議論も 、 どこがどういう視点でやっていくのかという ところは 、 今のところはっき り していないというのが
現状ではないかなというのが私の今の認識でございまして 、 となると 、 これは 1 回で済む話ではないなと思っておりますが、
事務局 、 いかがでしょうか 。 総務課長 、 お願いします 。
○濱谷課長 御指摘のとお りでございまして 、 この制度そのもの は医政局の所管でもございます。 そういう意味で局をまた
がる話でございまして 、 この部会でどこまで審議するかという整理も必要であ ります 。 その点につきまして 、 事務局でまず整
理をさせていただきたいと思います 。
また 、 時期でございますけれども 、 先ほど来 、 宿題もいただいておりますので、 そう遅くない時期にということではあろうか

と思います 。 ただ 、 一方で、 推計の話、 あるいは事務的な検討の話については、 機構のほうである程度の準備があるだろう
という こと 、 それから 、 年内には、 実は局長から申 し上げましたけれども 、 協会けんばの財政問題、 高齢者の患者負担の見
直し 、 高額療養費の見直しということで、 かなり時間をとるというような事情もございます 。 こういったことも勘案しまして 、 時
期につきましては 、 部会長とよく相談をさせていただきたいと存じます 。
0遠藤部会長 そのような対応で。
それでは 、 菅家委員 、 お願いします。
0菅家委員 今のお話にもあ り ましたとお り 、 この制度の所管は医政局というこ とでございまして 、 つま り 、 逆の言い方をす
ると 、 機構が主体的につ くった制度ではないわけですね 。 そういう意味では 、 制度のあ りよ引こついては 、 医政局にきちんと
対応してこの場で答えていただけるような仕組みを考えていただかないと、 なかなかこの議論は深まらないと思いますの
で、 要望したいと思います 。

0遠藤部会長 事務局 、 どうぞ 。
0濱谷課長 この場での医政局の参加なども含めまして 、 部会長と相談させていただきたいと思います 。
0遠藤部会長 そのように対応させていただきます。
それでは 、 上田参考人 、 どうもあ りがとうございました 。
それでは 、 時間がオーバーしておりまして申 しわ けございません 。
最後に、 議題 、 その他として 、 これまで当部会で議論していただきました審査支払機関のあ り方についてと 、 社会保障 ･ 税
一体改革に関するこれまでの経緯についての資料が事務局から提出されてお りますけれども 、 本 日 、 時間もございません
ので、 資料配付の形で報告という形にさせていただきたいと思います 。 もし御質問等々があれば、 事務局に問い合わせる
というような形で対応していただければと思います 。
失礼しました 。 それでは 、 小林委員 、 お願いいたします 。
0小林委員 時間をオーバーしているところで大変恐縮ですが、 2点だけ意見を簡潔に申 し上げたいと思います 。
私ども協会けんぽは 、 平成22年9 月 8 日 付で本部会に傷病手当金の支給要件のあり方、 調査権の強化に関する具体的
な制度改正要望を出 してお ります。 2年経過してお り ますが、 まだ審議が継続中です 。 ぜひこれは一刻も早く実現に向 けて
結論を出していただくべきと考えます 。
それから 、 もう一点は、 私どもの健康保険委員の件であ ります 。 私ども保険者は加入者との距離感があって、 保健事業の
推進等に苦慮しており ます 。 健康保険委員の皆さんが相談 ･ 助言を行い 、 加入者 、 国民の健康保険制度に対する啓発に
努めていますが、 ぜひ健康保険事業の強力な推進のために、 健康保険委員の位置づけや役割を法律に明記していただき
たいと考えております 。 この 2点について意見を申 し上げます 。
済みません 。 あ りがとうございました 。
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0遠藤部会長 あ りがとうございます。

御要望ということで受けとめさせていただきますので、 また事務局と相談して 、 それなりの対応をさせていただきたいと思

います 。

では 、 どうもあ りがとうございました 。

次回開催につきましては、 追って事務局より御連絡したいと思います 。

本 日 は 、 お忙しい中お集まりいただきまして 、 どうもあ りがとうございました 。

( 了 )
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